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本号で公布された条例のあらまし

◇栃木県県税条例等の一部改正（栃木県条例第29号）

地方税法等の一部改正に伴い、次のとおり改正することとしました。

１ 栃木県県税条例及び栃木県県税条例等の一部を改正する条例関係

⑴ 次に掲げる期間における県たばこ税の税率は、それぞれ次に定める税率とすることとしました。（栃木

県県税条例第90条関係）

ア 平成30（2018）年10月１日から平成32（2020）年９月30日まで 1,000本につき930円

イ 平成32（2020）年10月１日から平成33（2021）年９月30日まで 1,000本につき1,000円

ウ 平成33（2021）年10月１日以後 1,000本につき1,070円

⑵ 旧３級品の紙巻たばこに係る税率（本則1,000本につき930円）を1,000本につき656円とする経過措置の

適用期限を平成31（2019）年９月30日まで延長することとしました。（栃木県県税条例等の一部を改正す

る条例附則第５条関係）

⑶ 次に掲げる日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する一定の卸売販売業者等及

び小売販売業者に対して、手持品課税を行うこととしました。

ア 平成30（2018）年10月１日（改正条例附則第２条関係）

イ 平成32（2020）年10月１日（改正条例附則第３条関係）

ウ 平成33（2021）年10月１日（改正条例附則第４条関係）

⑷ 所要の規定の整備をすることとしました。

２ 栃木県地方活力向上地域における県税の不均一課税に関する条例関係

地域再生法第17条の６の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴い、県税（事業税、不動産取得税及

び固定資産税）の不均一課税措置の適用期限を平成32（2020）年３月31日まで延長することとしました。

（第２条関係）

３ 施行期日等

⑴ この条例は、一部を除き、平成30（2018）年10月１日から施行することとしました。

⑵ ２は、平成30（2018）年４月１日から適用することとしました。

⑶ 所要の経過措置を規定することとしました。

◇旅館業法施行条例等の一部改正（栃木県条例第30号）

旅館業法の一部改正により、ホテル営業及び旅館営業の営業種別が旅館・ホテル営業へ統合されたこと等に

伴い、次のとおり改正することとしました。

１ 旅館業法施行条例関係

⑴ 旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準は、従前のホテル営業及び旅館営業の施設の構造設備の基準

のうちその一方のみに係る基準を除いたものとすることととしました。（第２条及び第３条関係）

⑵ やむを得ない場合及び夜間における旅館業の施設の照明は、施設内のそれぞれの場所で宿泊者の安全衛

生上又は業務上の必要な照度を満たさなければならないこととしました。（第９条関係）

⑶ 旅館・ホテル営業の施設における客室の収容定員は、１客室の有効面積3.5平方メートル（寝台を置く

客室にあっては、4.5平方メートル）について１人を基準とすることとしました。（第14条関係）

⑷ 所要の規定の整備をすることとしました。

２ 災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の支給に関する条例

及び栃木県暴力団排除条例関係

所要の規定の整備をすることとしました。

３ 施行期日等

⑴ この条例は、平成30（2018）年６月15日から施行することとしました。

⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。

⑶ 次の条例について、所要の規定の整備をすることとしました。

ア 公衆浴場法施行条例及び旅館業法施行条例の一部を改正する条例（附則関係）

イ 旅館業法施行条例の一部を改正する条例（附則関係）

◇栃木県都市公園条例の一部改正（栃木県条例第31号）

１ 栃木県総合運動公園に新たに設置されるサッカー・ラグビー場会議室及びサッカー・ラグビー場放送設備

本号で公布された条例のあらまし

◇栃木県県税条例等の一部改正（栃木県条例第29号）

地方税法等の一部改正に伴い、次のとおり改正することとしました。

１ 栃木県県税条例及び栃木県県税条例等の一部を改正する条例関係

⑴ 次に掲げる期間における県たばこ税の税率は、それぞれ次に定める税率とすることとしました。（栃木

県県税条例第90条関係）

ア 平成30（2018）年10月１日から平成32（2020）年９月30日まで 1,000本につき930円

イ 平成32（2020）年10月１日から平成33（2021）年９月30日まで 1,000本につき1,000円

ウ 平成33（2021）年10月１日以後 1,000本につき1,070円

⑵ 旧３級品の紙巻たばこに係る税率（本則1,000本につき930円）を1,000本につき656円とする経過措置の

適用期限を平成31（2019）年９月30日まで延長することとしました。（栃木県県税条例等の一部を改正す

る条例附則第５条関係）

⑶ 次に掲げる日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する一定の卸売販売業者等及

び小売販売業者に対して、手持品課税を行うこととしました。

ア 平成30（2018）年10月１日（改正条例附則第２条関係）

イ 平成32（2020）年10月１日（改正条例附則第３条関係）

ウ 平成33（2021）年10月１日（改正条例附則第４条関係）

⑷ 所要の規定の整備をすることとしました。

２ 栃木県地方活力向上地域における県税の不均一課税に関する条例関係

地域再生法第17条の６の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴い、県税（事業税、不動産取得税及

び固定資産税）の不均一課税措置の適用期限を平成32（2020）年３月31日まで延長することとしました。

（第２条関係）

３ 施行期日等

⑴ この条例は、一部を除き、平成30（2018）年10月１日から施行することとしました。

⑵ ２は、平成30（2018）年４月１日から適用することとしました。

⑶ 所要の経過措置を規定することとしました。

◇旅館業法施行条例等の一部改正（栃木県条例第30号）

旅館業法の一部改正により、ホテル営業及び旅館営業の営業種別が旅館・ホテル営業へ統合されたこと等に

伴い、次のとおり改正することとしました。

１ 旅館業法施行条例関係

⑴ 旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準は、従前のホテル営業及び旅館営業の施設の構造設備の基準

のうちその一方のみに係る基準を除いたものとすることととしました。（第２条及び第３条関係）

⑵ やむを得ない場合及び夜間における旅館業の施設の照明は、施設内のそれぞれの場所で宿泊者の安全衛

生上又は業務上の必要な照度を満たさなければならないこととしました。（第９条関係）

⑶ 旅館・ホテル営業の施設における客室の収容定員は、１客室の有効面積3.5平方メートル（寝台を置く

客室にあっては、4.5平方メートル）について１人を基準とすることとしました。（第14条関係）

⑷ 所要の規定の整備をすることとしました。

２ 災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の支給に関する条例

及び栃木県暴力団排除条例関係

所要の規定の整備をすることとしました。

３ 施行期日等

⑴ この条例は、平成30（2018）年６月15日から施行することとしました。

⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。

⑶ 次の条例について、所要の規定の整備をすることとしました。

ア 公衆浴場法施行条例及び旅館業法施行条例の一部を改正する条例（附則関係）

イ 旅館業法施行条例の一部を改正する条例（附則関係）

◇栃木県都市公園条例の一部改正（栃木県条例第31号）

１ 栃木県総合運動公園に新たに設置されるサッカー・ラグビー場会議室及びサッカー・ラグビー場放送設備
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◇栃木県県税条例等の一部改正（栃木県条例第29号）

地方税法等の一部改正に伴い、次のとおり改正することとしました。

１ 栃木県県税条例及び栃木県県税条例等の一部を改正する条例関係

⑴ 次に掲げる期間における県たばこ税の税率は、それぞれ次に定める税率とすることとしました。（栃木

県県税条例第90条関係）

ア 平成30（2018）年10月１日から平成32（2020）年９月30日まで 1,000本につき930円

イ 平成32（2020）年10月１日から平成33（2021）年９月30日まで 1,000本につき1,000円

ウ 平成33（2021）年10月１日以後 1,000本につき1,070円

⑵ 旧３級品の紙巻たばこに係る税率（本則1,000本につき930円）を1,000本につき656円とする経過措置の

適用期限を平成31（2019）年９月30日まで延長することとしました。（栃木県県税条例等の一部を改正す

る条例附則第５条関係）

⑶ 次に掲げる日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する一定の卸売販売業者等及

び小売販売業者に対して、手持品課税を行うこととしました。

ア 平成30（2018）年10月１日（改正条例附則第２条関係）

イ 平成32（2020）年10月１日（改正条例附則第３条関係）

ウ 平成33（2021）年10月１日（改正条例附則第４条関係）

⑷ 所要の規定の整備をすることとしました。

２ 栃木県地方活力向上地域における県税の不均一課税に関する条例関係

地域再生法第17条の６の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴い、県税（事業税、不動産取得税及

び固定資産税）の不均一課税措置の適用期限を平成32（2020）年３月31日まで延長することとしました。

（第２条関係）

３ 施行期日等

⑴ この条例は、一部を除き、平成30（2018）年10月１日から施行することとしました。

⑵ ２は、平成30（2018）年４月１日から適用することとしました。

⑶ 所要の経過措置を規定することとしました。

◇旅館業法施行条例等の一部改正（栃木県条例第30号）

旅館業法の一部改正により、ホテル営業及び旅館営業の営業種別が旅館・ホテル営業へ統合されたこと等に

伴い、次のとおり改正することとしました。

１ 旅館業法施行条例関係

⑴ 旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準は、従前のホテル営業及び旅館営業の施設の構造設備の基準

のうちその一方のみに係る基準を除いたものとすることととしました。（第２条及び第３条関係）

⑵ やむを得ない場合及び夜間における旅館業の施設の照明は、施設内のそれぞれの場所で宿泊者の安全衛

生上又は業務上の必要な照度を満たさなければならないこととしました。（第９条関係）

⑶ 旅館・ホテル営業の施設における客室の収容定員は、１客室の有効面積3.5平方メートル（寝台を置く

客室にあっては、4.5平方メートル）について１人を基準とすることとしました。（第14条関係）

⑷ 所要の規定の整備をすることとしました。

２ 災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の支給に関する条例

及び栃木県暴力団排除条例関係

所要の規定の整備をすることとしました。

３ 施行期日等

⑴ この条例は、平成30（2018）年６月15日から施行することとしました。

⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。

⑶ 次の条例について、所要の規定の整備をすることとしました。

ア 公衆浴場法施行条例及び旅館業法施行条例の一部を改正する条例（附則関係）

イ 旅館業法施行条例の一部を改正する条例（附則関係）

◇栃木県都市公園条例の一部改正（栃木県条例第31号）

１ 栃木県総合運動公園に新たに設置されるサッカー・ラグビー場会議室及びサッカー・ラグビー場放送設備

の使用料の額を定めることとしました。（別表第１関係）

２ この条例は、平成30（2018）年７月１日から施行することとしました。

◇栃木県立とちぎ海浜自然の家条例及び栃木県立なす高原自然の家設置及び管理条例の一部改正（栃木県条例

第32号）

施設の利用率の向上を図ること等のため、次のとおり改正することとしました。

１ 栃木県立とちぎ海浜自然の家条例関係

⑴ 県外に居住する者及び中学校生徒以下の者に係る利用料金の基準額を定めるとともに、宿泊を伴う利

用、宿泊を伴わない利用及び運動施設の利用に係る利用料金の基準額を見直すこととしました。（別表関

係）

⑵ 所要の規定の整備をすることとしました。

２ 栃木県立なす高原自然の家設置及び管理条例関係

県内に居住する中学校生徒以下の者に係る宿泊棟の利用料金の基準額を定めるとともに、宿泊棟及び研修

室等の利用料金の基準額を見直すこととしました。（別表関係）

３ 施行期日

この条例は、平成31（2019）年４月１日から施行することとしました。

0
0

次 に 掲 げ る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

一 栃 木 県 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

二 旅 館 業 法 施 行 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

三 栃 木 県 都 市 公 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

四 栃 木 県 立 と ち ぎ 海 浜 自 然 の 家 条 例 及 び 栃 木 県 立 な す 高 原 自 然 の 家 設 置 及 び 管 理 条 例 の 一

部 を 改 正 す る 条 例

平 成 三 十 年 六 月 十 四 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

0
0

栃 木 県 条 例 第 二 十 九 号

栃 木 県 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

（ 栃 木 県 県 税 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 栃 木 県 県 税 条 例 （ 平 成 十 七 年 栃 木 県 条 例 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 県 た ば こ 税 の 税 率 ） （ 県 た ば こ 税 の 税 率 ）

第 九 十 条 県 た ば こ 税 の 税 率 は 、 千 本 に つ き 第 九 十 条 県 た ば こ 税 の 税 率 は 、 千 本 に つ き

九 百 三 十 円 と す る 。 八 百 六 十 円 と す る 。

第 二 条 栃 木 県 県 税 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 県 た ば こ 税 の 税 率 ） （ 県 た ば こ 税 の 税 率 ）

第 九 十 条 県 た ば こ 税 の 税 率 は 、 千 本 に つ き 第 九 十 条 県 た ば こ 税 の 税 率 は 、 千 本 に つ き

千 円 と す る 。 九 百 三 十 円 と す る 。

第 三 条 栃 木 県 県 税 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 県 た ば こ 税 の 税 率 ） （ 県 た ば こ 税 の 税 率 ）

第 九 十 条 県 た ば こ 税 の 税 率 は 、 千 本 に つ き 第 九 十 条 県 た ば こ 税 の 税 率 は 、 千 本 に つ き

千 七 十 円 と す る 。 千 円 と す る 。

（ 栃 木 県 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 四 条 栃 木 県 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 七 年 栃 木 県 条 例 第 三 十 六 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改
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0
0

栃 木 県 条 例 第 二 十 九 号

栃 木 県 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

（ 栃 木 県 県 税 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 栃 木 県 県 税 条 例 （ 平 成 十 七 年 栃 木 県 条 例 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 県 た ば こ 税 の 税 率 ） （ 県 た ば こ 税 の 税 率 ）

第 九 十 条 県 た ば こ 税 の 税 率 は 、 千 本 に つ き 第 九 十 条 県 た ば こ 税 の 税 率 は 、 千 本 に つ き

九 百 三 十 円 と す る 。 八 百 六 十 円 と す る 。

第 二 条 栃 木 県 県 税 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 県 た ば こ 税 の 税 率 ） （ 県 た ば こ 税 の 税 率 ）

第 九 十 条 県 た ば こ 税 の 税 率 は 、 千 本 に つ き 第 九 十 条 県 た ば こ 税 の 税 率 は 、 千 本 に つ き

千 円 と す る 。 九 百 三 十 円 と す る 。

第 三 条 栃 木 県 県 税 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 県 た ば こ 税 の 税 率 ） （ 県 た ば こ 税 の 税 率 ）

第 九 十 条 県 た ば こ 税 の 税 率 は 、 千 本 に つ き 第 九 十 条 県 た ば こ 税 の 税 率 は 、 千 本 に つ き

千 七 十 円 と す る 。 千 円 と す る 。

（ 栃 木 県 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 四 条 栃 木 県 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 七 年 栃 木 県 条 例 第 三 十 六 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。

改 正 後 改 正 前0
0

附 則 附 則

（ 県 た ば こ 税 に 関 す る 経 過 措 置 ） （ 県 た ば こ 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

第 五 条 略 第 五 条 略

２ 次 の 各 号 に 掲 げ る 期 間 内 に 、 新 条 例 第 八 ２ 次 の 各 号 に 掲 げ る 期 間 内 に 、 新 条 例 第 八

十 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 売 渡 し 又 は 同 条 第 十 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 売 渡 し 又 は 同 条 第

二 項 に 規 定 す る 売 渡 し 若 し く は 消 費 等 が 行 二 項 に 規 定 す る 売 渡 し 若 し く は 消 費 等 が 行

わ れ る 紙 巻 た ば こ 三 級 品 に 係 る 県 た ば こ 税 わ れ る 紙 巻 た ば こ 三 級 品 に 係 る 県 た ば こ 税

の 税 率 は 、 栃 木 県 県 税 条 例 第 九 十 条 の 規 定 の 税 率 は 、 新 条 例 第 九 十 条 の 規 定

に か か わ ら ず 、 当 該 各 号 に 定 め る 税 率 と す に か か わ ら ず 、 当 該 各 号 に 定 め る 税 率 と す

る 。 る 。

一 ・ 二 略 一 ・ 二 略

三 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 平 成 三 十 一 年 三 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 平 成 三 十 一 年

九 月 三 十 日 ま で 千 本 に つ き 六 百 五 十 三 月 三 十 一 日 ま で 千 本 に つ き 六 百 五 十

六 円 六 円

３ ～ ５ 略 ３ ～ ５ 略

６ 平 成 三 十 一 年 十 月 一 日 前 に 新 条 例 第 八 十 ６ 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 前 に 新 条 例 第 八 十

七 条 第 一 項 に 規 定 す る 売 渡 し 又 は 同 条 第 二 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 売 渡 し 又 は 同 条 第 二

項 に 規 定 す る 売 渡 し 若 し く は 消 費 等 が 行 わ 項 に 規 定 す る 売 渡 し 若 し く は 消 費 等 が 行 わ

れ た 紙 巻 た ば こ 三 級 品 を 同 日 に 販 売 の た め れ た 紙 巻 た ば こ 三 級 品 を 同 日 に 販 売 の た め

所 持 す る 卸 売 販 売 業 者 等 又 は 小 売 販 売 業 者 所 持 す る 卸 売 販 売 業 者 等 又 は 小 売 販 売 業 者

が あ る 場 合 に お い て 、 こ れ ら の 者 が 所 得 税 が あ る 場 合 に お い て 、 こ れ ら の 者 が 所 得 税

法 等 改 正 法 附 則 第 五 十 二 条 第 十 二 項 の 規 定 法 等 改 正 法 附 則 第 五 十 二 条 第 十 二 項 の 規 定

に よ り 製 造 た ば こ の 製 造 者 と し て 当 該 紙 巻 に よ り 製 造 た ば こ の 製 造 者 と し て 当 該 紙 巻

た ば こ 三 級 品 を 同 日 に こ れ ら の 者 の 製 造 た た ば こ 三 級 品 を 同 日 に こ れ ら の 者 の 製 造 た

ば こ の 製 造 場 か ら 移 出 し た も の と み な し て ば こ の 製 造 場 か ら 移 出 し た も の と み な し て

同 項 の 規 定 に よ り た ば こ 税 を 課 さ れ る こ と 同 項 の 規 定 に よ り た ば こ 税 を 課 さ れ る こ と

と な る と き は 、 こ れ ら の 者 が 卸 売 販 売 業 者 と な る と き は 、 こ れ ら の 者 が 卸 売 販 売 業 者

等 と し て 当 該 紙 巻 た ば こ 三 級 品 を 同 日 に 小 等 と し て 当 該 紙 巻 た ば こ 三 級 品 を 同 日 に 小

売 販 売 業 者 に 売 り 渡 し た も の と み な し て 、 売 販 売 業 者 に 売 り 渡 し た も の と み な し て 、

県 た ば こ 税 を 課 す る 。 こ の 場 合 に お け る 県 県 た ば こ 税 を 課 す る 。 こ の 場 合 に お け る 県

た ば こ 税 の 課 税 標 準 は 、 当 該 売 り 渡 し た も た ば こ 税 の 課 税 標 準 は 、 当 該 売 り 渡 し た も

の と み な さ れ る 紙 巻 た ば こ 三 級 品 の 本 数 と の と み な さ れ る 紙 巻 た ば こ 三 級 品 の 本 数 と

し 、 県 た ば こ 税 の 税 率 は 、 千 本 に つ き 二 百 し 、 県 た ば こ 税 の 税 率 は 、 千 本 に つ き 二 百

七 十 四 円 と す る 。 四 円 と す る 。

（ 栃 木 県 地 方 活 力 向 上 地 域 に お け る 県 税 の 不 均 一 課 税 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 五 条 栃 木 県 地 方 活 力 向 上 地 域 に お け る 県 税 の 不 均 一 課 税 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 八 年 栃 木

県 条 例 第 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。
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正 す る 。

改 正 後 改 正 前0
0

附 則 附 則

（ 県 た ば こ 税 に 関 す る 経 過 措 置 ） （ 県 た ば こ 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

第 五 条 略 第 五 条 略

２ 次 の 各 号 に 掲 げ る 期 間 内 に 、 新 条 例 第 八 ２ 次 の 各 号 に 掲 げ る 期 間 内 に 、 新 条 例 第 八

十 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 売 渡 し 又 は 同 条 第 十 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 売 渡 し 又 は 同 条 第

二 項 に 規 定 す る 売 渡 し 若 し く は 消 費 等 が 行 二 項 に 規 定 す る 売 渡 し 若 し く は 消 費 等 が 行

わ れ る 紙 巻 た ば こ 三 級 品 に 係 る 県 た ば こ 税 わ れ る 紙 巻 た ば こ 三 級 品 に 係 る 県 た ば こ 税

の 税 率 は 、 栃 木 県 県 税 条 例 第 九 十 条 の 規 定 の 税 率 は 、 新 条 例 第 九 十 条 の 規 定

に か か わ ら ず 、 当 該 各 号 に 定 め る 税 率 と す に か か わ ら ず 、 当 該 各 号 に 定 め る 税 率 と す

る 。 る 。

一 ・ 二 略 一 ・ 二 略

三 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 平 成 三 十 一 年 三 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 平 成 三 十 一 年

九 月 三 十 日 ま で 千 本 に つ き 六 百 五 十 三 月 三 十 一 日 ま で 千 本 に つ き 六 百 五 十

六 円 六 円

３ ～ ５ 略 ３ ～ ５ 略

６ 平 成 三 十 一 年 十 月 一 日 前 に 新 条 例 第 八 十 ６ 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 前 に 新 条 例 第 八 十

七 条 第 一 項 に 規 定 す る 売 渡 し 又 は 同 条 第 二 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 売 渡 し 又 は 同 条 第 二

項 に 規 定 す る 売 渡 し 若 し く は 消 費 等 が 行 わ 項 に 規 定 す る 売 渡 し 若 し く は 消 費 等 が 行 わ

れ た 紙 巻 た ば こ 三 級 品 を 同 日 に 販 売 の た め れ た 紙 巻 た ば こ 三 級 品 を 同 日 に 販 売 の た め

所 持 す る 卸 売 販 売 業 者 等 又 は 小 売 販 売 業 者 所 持 す る 卸 売 販 売 業 者 等 又 は 小 売 販 売 業 者

が あ る 場 合 に お い て 、 こ れ ら の 者 が 所 得 税 が あ る 場 合 に お い て 、 こ れ ら の 者 が 所 得 税

法 等 改 正 法 附 則 第 五 十 二 条 第 十 二 項 の 規 定 法 等 改 正 法 附 則 第 五 十 二 条 第 十 二 項 の 規 定

に よ り 製 造 た ば こ の 製 造 者 と し て 当 該 紙 巻 に よ り 製 造 た ば こ の 製 造 者 と し て 当 該 紙 巻

た ば こ 三 級 品 を 同 日 に こ れ ら の 者 の 製 造 た た ば こ 三 級 品 を 同 日 に こ れ ら の 者 の 製 造 た

ば こ の 製 造 場 か ら 移 出 し た も の と み な し て ば こ の 製 造 場 か ら 移 出 し た も の と み な し て

同 項 の 規 定 に よ り た ば こ 税 を 課 さ れ る こ と 同 項 の 規 定 に よ り た ば こ 税 を 課 さ れ る こ と

と な る と き は 、 こ れ ら の 者 が 卸 売 販 売 業 者 と な る と き は 、 こ れ ら の 者 が 卸 売 販 売 業 者

等 と し て 当 該 紙 巻 た ば こ 三 級 品 を 同 日 に 小 等 と し て 当 該 紙 巻 た ば こ 三 級 品 を 同 日 に 小

売 販 売 業 者 に 売 り 渡 し た も の と み な し て 、 売 販 売 業 者 に 売 り 渡 し た も の と み な し て 、

県 た ば こ 税 を 課 す る 。 こ の 場 合 に お け る 県 県 た ば こ 税 を 課 す る 。 こ の 場 合 に お け る 県

た ば こ 税 の 課 税 標 準 は 、 当 該 売 り 渡 し た も た ば こ 税 の 課 税 標 準 は 、 当 該 売 り 渡 し た も

の と み な さ れ る 紙 巻 た ば こ 三 級 品 の 本 数 と の と み な さ れ る 紙 巻 た ば こ 三 級 品 の 本 数 と

し 、 県 た ば こ 税 の 税 率 は 、 千 本 に つ き 二 百 し 、 県 た ば こ 税 の 税 率 は 、 千 本 に つ き 二 百

七 十 四 円 と す る 。 四 円 と す る 。

（ 栃 木 県 地 方 活 力 向 上 地 域 に お け る 県 税 の 不 均 一 課 税 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 五 条 栃 木 県 地 方 活 力 向 上 地 域 に お け る 県 税 の 不 均 一 課 税 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 八 年 栃 木

県 条 例 第 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。

改 正 後 改 正 前

0
0

（ 事 業 税 の 不 均 一 課 税 ） （ 事 業 税 の 不 均 一 課 税 ）

第 二 条 知 事 は 、 地 方 活 力 向 上 地 域 内 に お い 第 二 条 知 事 は 、 地 方 活 力 向 上 地 域 内 に お い

て 法 第 五 条 第 十 八 項 （ 法 第 七 条 第 二 項 に お て 法 第 五 条 第 十 八 項 （ 法 第 七 条 第 二 項 に お

い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り

法 第 五 条 第 一 項 の 地 域 再 生 計 画 （ 同 条 第 四 法 第 五 条 第 一 項 の 地 域 再 生 計 画 （ 同 条 第 四

項 第 五 号 に 規 定 す る 地 方 活 力 向 上 地 域 特 定 項 第 五 号 に 規 定 す る 地 方 活 力 向 上 地 域 特 定

業 務 施 設 整 備 事 業 に 関 す る 事 項 が 記 載 さ れ 業 務 施 設 整 備 事 業 に 関 す る 事 項 が 記 載 さ れ

た も の に 限 る 。 ） が 公 示 さ れ た 日 （ 地 域 再 た も の に 限 る 。 ） が 公 示 さ れ た 日 （ 地 域 再

生 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 七 年 生 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 七 年

法 律 第 四 十 九 号 ） の 施 行 の 日 以 後 最 初 に 公 法 律 第 四 十 九 号 ） の 施 行 の 日 以 後 最 初 に 公

示 さ れ た 日 に 限 る 。 以 下 「 公 示 日 」 と い 示 さ れ た 日 に 限 る 。 以 下 「 公 示 日 」 と い

う 。 ） か ら 平 成 三 十 二 年 三 月 三 十 一 日 ま で う 。 ） か ら 平 成 三 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で

の 間 に 、 法 第 十 七 条 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ の 間 に 、 法 第 十 七 条 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ

り 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 地 方 活 力 向 上 地 域 り 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 地 方 活 力 向 上 地 域

特 定 業 務 施 設 整 備 計 画 の 認 定 を 受 け た 同 条 特 定 業 務 施 設 整 備 計 画 の 認 定 を 受 け た 同 条

第 四 項 に 規 定 す る 認 定 事 業 者 （ 同 条 第 一 項 第 四 項 に 規 定 す る 認 定 事 業 者 （ 同 条 第 一 項

第 一 号 に 掲 げ る 事 業 を 実 施 す る 者 に 限 第 一 号 に 掲 げ る 事 業 を 実 施 す る 者 に 限

る 。 ） で あ っ て 、 当 該 認 定 を 受 け た 日 か ら る 。 ） で あ っ て 、 当 該 認 定 を 受 け た 日 か ら

同 日 の 翌 日 以 後 二 年 を 経 過 す る 日 ま で （ 同 同 日 の 翌 日 以 後 二 年 を 経 過 す る 日 ま で （ 同

日 ま で に 同 条 第 六 項 の 規 定 に よ り 当 該 認 定 日 ま で に 同 条 第 六 項 の 規 定 に よ り 当 該 認 定

を 取 り 消 さ れ た と き は 、 そ の 取 り 消 さ れ た を 取 り 消 さ れ た と き は 、 そ の 取 り 消 さ れ た

日 の 前 日 ま で ） の 間 に 、 当 該 認 定 を 受 け た 日 の 前 日 ま で ） の 間 に 、 当 該 認 定 を 受 け た

地 方 活 力 向 上 地 域 特 定 業 務 施 設 整 備 計 画 に 地 方 活 力 向 上 地 域 特 定 業 務 施 設 整 備 計 画 に

従 っ て 地 域 再 生 法 第 十 七 条 の 六 の 地 方 公 共 従 っ て 地 域 再 生 法 第 十 七 条 の 六 の 地 方 公 共

団 体 等 を 定 め る 省 令 （ 平 成 二 十 七 年 総 務 省 団 体 等 を 定 め る 省 令 （ 平 成 二 十 七 年 総 務 省

令 第 七 十 三 号 。 以 下 「 省 令 」 と い う 。 ） 第 令 第 七 十 三 号 。 以 下 「 省 令 」 と い う 。 ） 第

二 条 第 一 号 に 規 定 す る 特 別 償 却 設 備 （ 以 下 二 条 第 一 号 に 規 定 す る 特 別 償 却 設 備 （ 以 下

「 特 別 償 却 設 備 」 と い う 。 ） を 新 設 し 、 又 「 特 別 償 却 設 備 」 と い う 。 ） を 新 設 し 、 又

は 増 設 し た 者 （ 以 下 「 特 別 償 却 設 備 設 置 は 増 設 し た 者 （ 以 下 「 特 別 償 却 設 備 設 置

者 」 と い う 。 ） に つ い て 、 当 該 特 別 償 却 設 者 」 と い う 。 ） に つ い て 、 当 該 特 別 償 却 設

備 を 事 業 の 用 に 供 し た 日 （ 以 下 「 供 用 日 」 備 を 事 業 の 用 に 供 し た 日 （ 以 下 「 供 用 日 」

と い う 。 ） の 属 す る 年 又 は 事 業 年 度 以 後 の と い う 。 ） の 属 す る 年 又 は 事 業 年 度 以 後 の

各 年 又 は 各 事 業 年 度 の 所 得 金 額 又 は 収 入 金 各 年 又 は 各 事 業 年 度 の 所 得 金 額 又 は 収 入 金

額 （ 事 業 税 の 課 税 標 準 額 と な る も の を い 額 （ 事 業 税 の 課 税 標 準 額 と な る も の を い

う 。 ） の う ち 当 該 特 別 償 却 設 備 に 係 る も の う 。 ） の う ち 当 該 特 別 償 却 設 備 に 係 る も の

と し て 省 令 第 三 条 の 規 定 に よ り 計 算 し た 額 と し て 省 令 第 三 条 の 規 定 に よ り 計 算 し た 額

に 対 し て 課 す る 事 業 税 の 税 率 を 、 栃 木 県 県 に 対 し て 課 す る 事 業 税 の 税 率 を 、 栃 木 県 県

税 条 例 （ 平 成 十 七 年 栃 木 県 条 例 第 五 号 。 以 税 条 例 （ 平 成 十 七 年 栃 木 県 条 例 第 五 号 。 以

下 「 県 税 条 例 」 と い う 。 ） 第 六 十 三 条 及 び 下 「 県 税 条 例 」 と い う 。 ） 第 六 十 三 条 及 び

県 税 条 例 附 則 第 二 十 四 条 の 二 又 は 同 条 の 規 県 税 条 例 附 則 第 二 十 四 条 の 二 又 は 同 条 の 規

定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 さ れ る 県 税 条 例 附 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 さ れ る 県 税 条 例 附



（5）栃 木 県 公 報 号外第31号平成30（2018）年６月14日　木曜日

改 正 後 改 正 前

0
0

（ 事 業 税 の 不 均 一 課 税 ） （ 事 業 税 の 不 均 一 課 税 ）

第 二 条 知 事 は 、 地 方 活 力 向 上 地 域 内 に お い 第 二 条 知 事 は 、 地 方 活 力 向 上 地 域 内 に お い

て 法 第 五 条 第 十 八 項 （ 法 第 七 条 第 二 項 に お て 法 第 五 条 第 十 八 項 （ 法 第 七 条 第 二 項 に お

い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り

法 第 五 条 第 一 項 の 地 域 再 生 計 画 （ 同 条 第 四 法 第 五 条 第 一 項 の 地 域 再 生 計 画 （ 同 条 第 四

項 第 五 号 に 規 定 す る 地 方 活 力 向 上 地 域 特 定 項 第 五 号 に 規 定 す る 地 方 活 力 向 上 地 域 特 定

業 務 施 設 整 備 事 業 に 関 す る 事 項 が 記 載 さ れ 業 務 施 設 整 備 事 業 に 関 す る 事 項 が 記 載 さ れ

た も の に 限 る 。 ） が 公 示 さ れ た 日 （ 地 域 再 た も の に 限 る 。 ） が 公 示 さ れ た 日 （ 地 域 再

生 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 七 年 生 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 七 年

法 律 第 四 十 九 号 ） の 施 行 の 日 以 後 最 初 に 公 法 律 第 四 十 九 号 ） の 施 行 の 日 以 後 最 初 に 公

示 さ れ た 日 に 限 る 。 以 下 「 公 示 日 」 と い 示 さ れ た 日 に 限 る 。 以 下 「 公 示 日 」 と い

う 。 ） か ら 平 成 三 十 二 年 三 月 三 十 一 日 ま で う 。 ） か ら 平 成 三 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で

の 間 に 、 法 第 十 七 条 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ の 間 に 、 法 第 十 七 条 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ

り 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 地 方 活 力 向 上 地 域 り 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 地 方 活 力 向 上 地 域

特 定 業 務 施 設 整 備 計 画 の 認 定 を 受 け た 同 条 特 定 業 務 施 設 整 備 計 画 の 認 定 を 受 け た 同 条

第 四 項 に 規 定 す る 認 定 事 業 者 （ 同 条 第 一 項 第 四 項 に 規 定 す る 認 定 事 業 者 （ 同 条 第 一 項

第 一 号 に 掲 げ る 事 業 を 実 施 す る 者 に 限 第 一 号 に 掲 げ る 事 業 を 実 施 す る 者 に 限

る 。 ） で あ っ て 、 当 該 認 定 を 受 け た 日 か ら る 。 ） で あ っ て 、 当 該 認 定 を 受 け た 日 か ら

同 日 の 翌 日 以 後 二 年 を 経 過 す る 日 ま で （ 同 同 日 の 翌 日 以 後 二 年 を 経 過 す る 日 ま で （ 同

日 ま で に 同 条 第 六 項 の 規 定 に よ り 当 該 認 定 日 ま で に 同 条 第 六 項 の 規 定 に よ り 当 該 認 定

を 取 り 消 さ れ た と き は 、 そ の 取 り 消 さ れ た を 取 り 消 さ れ た と き は 、 そ の 取 り 消 さ れ た

日 の 前 日 ま で ） の 間 に 、 当 該 認 定 を 受 け た 日 の 前 日 ま で ） の 間 に 、 当 該 認 定 を 受 け た

地 方 活 力 向 上 地 域 特 定 業 務 施 設 整 備 計 画 に 地 方 活 力 向 上 地 域 特 定 業 務 施 設 整 備 計 画 に

従 っ て 地 域 再 生 法 第 十 七 条 の 六 の 地 方 公 共 従 っ て 地 域 再 生 法 第 十 七 条 の 六 の 地 方 公 共

団 体 等 を 定 め る 省 令 （ 平 成 二 十 七 年 総 務 省 団 体 等 を 定 め る 省 令 （ 平 成 二 十 七 年 総 務 省

令 第 七 十 三 号 。 以 下 「 省 令 」 と い う 。 ） 第 令 第 七 十 三 号 。 以 下 「 省 令 」 と い う 。 ） 第

二 条 第 一 号 に 規 定 す る 特 別 償 却 設 備 （ 以 下 二 条 第 一 号 に 規 定 す る 特 別 償 却 設 備 （ 以 下

「 特 別 償 却 設 備 」 と い う 。 ） を 新 設 し 、 又 「 特 別 償 却 設 備 」 と い う 。 ） を 新 設 し 、 又

は 増 設 し た 者 （ 以 下 「 特 別 償 却 設 備 設 置 は 増 設 し た 者 （ 以 下 「 特 別 償 却 設 備 設 置

者 」 と い う 。 ） に つ い て 、 当 該 特 別 償 却 設 者 」 と い う 。 ） に つ い て 、 当 該 特 別 償 却 設

備 を 事 業 の 用 に 供 し た 日 （ 以 下 「 供 用 日 」 備 を 事 業 の 用 に 供 し た 日 （ 以 下 「 供 用 日 」

と い う 。 ） の 属 す る 年 又 は 事 業 年 度 以 後 の と い う 。 ） の 属 す る 年 又 は 事 業 年 度 以 後 の

各 年 又 は 各 事 業 年 度 の 所 得 金 額 又 は 収 入 金 各 年 又 は 各 事 業 年 度 の 所 得 金 額 又 は 収 入 金

額 （ 事 業 税 の 課 税 標 準 額 と な る も の を い 額 （ 事 業 税 の 課 税 標 準 額 と な る も の を い

う 。 ） の う ち 当 該 特 別 償 却 設 備 に 係 る も の う 。 ） の う ち 当 該 特 別 償 却 設 備 に 係 る も の

と し て 省 令 第 三 条 の 規 定 に よ り 計 算 し た 額 と し て 省 令 第 三 条 の 規 定 に よ り 計 算 し た 額

に 対 し て 課 す る 事 業 税 の 税 率 を 、 栃 木 県 県 に 対 し て 課 す る 事 業 税 の 税 率 を 、 栃 木 県 県

税 条 例 （ 平 成 十 七 年 栃 木 県 条 例 第 五 号 。 以 税 条 例 （ 平 成 十 七 年 栃 木 県 条 例 第 五 号 。 以

下 「 県 税 条 例 」 と い う 。 ） 第 六 十 三 条 及 び 下 「 県 税 条 例 」 と い う 。 ） 第 六 十 三 条 及 び

県 税 条 例 附 則 第 二 十 四 条 の 二 又 は 同 条 の 規 県 税 条 例 附 則 第 二 十 四 条 の 二 又 は 同 条 の 規

定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 さ れ る 県 税 条 例 附 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 さ れ る 県 税 条 例 附

則 第 二 十 四 条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 則 第 二 十 四 条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用

さ れ る 県 税 条 例 第 五 十 六 条 の 規 定 に か か わ さ れ る 県 税 条 例 第 五 十 六 条 の 規 定 に か か わ

ら ず 、 当 該 各 条 に 規 定 す る 税 率 に 、 次 の 各 ら ず 、 当 該 各 条 に 規 定 す る 税 率 に 、 次 の 各0
0

号 に 掲 げ る 年 又 は 事 業 年 度 の 区 分 に 応 じ 、 号 に 掲 げ る 年 又 は 事 業 年 度 の 区 分 に 応 じ 、

当 該 各 号 に 定 め る 割 合 を 乗 じ た 税 率 と す る 当 該 各 号 に 定 め る 割 合 を 乗 じ た 税 率 と す る

こ と が で き る 。 こ と が で き る 。

一 ～ 三 略 一 ～ 三 略

附 則

（ 施 行 期 日 等 ）

第 一 条 こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、

当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。

一 第 五 条 及 び 次 項 の 規 定 公 布 の 日

二 第 二 条 及 び 附 則 第 三 条 の 規 定 平 成 三 十 二 年 十 月 一 日

三 第 三 条 及 び 附 則 第 四 条 の 規 定 平 成 三 十 三 年 十 月 一 日

２ 第 五 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 栃 木 県 地 方 活 力 向 上 地 域 に お け る 県 税 の 不 均 一 課 税 に 関 す る

条 例 の 規 定 は 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

（ 県 た ば こ 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

第 二 条 別 段 の 定 め が あ る も の を 除 き 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 前 に

課 し た 、 又 は 課 す べ き で あ っ た 県 た ば こ 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

２ 施 行 日 前 に 栃 木 県 県 税 条 例 第 八 十 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 売 渡 し 又 は 同 条 第 二 項 に 規 定 す る

売 渡 し 若 し く は 消 費 等 （ 地 方 税 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 二 十 六 号 ） 第 七 十 四 条 の 六 第 一

項 第 一 号 及 び 第 二 号 に 規 定 す る 売 渡 し を 除 く 。 以 下 「 売 渡 し 等 」 と い う 。 ） が 行 わ れ た 地 方

税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 三 十 年 法 律 第 三 号 。 以 下 「 改 正 法 」 と い う 。 ） 第 一 条 の

規 定 に よ る 改 正 前 の 地 方 税 法 第 七 十 四 条 第 一 号 に 規 定 す る 製 造 た ば こ （ 地 方 税 法 等 の 一 部 を

改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 七 年 法 律 第 二 号 ） 附 則 第 十 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 紙 巻 た ば こ 三 級 品

を 除 く 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 製 造 た ば こ 」 と い う 。 ） を 同 日 に 販 売 の た め 所 持 す る 栃 木 県

県 税 条 例 第 八 十 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 卸 売 販 売 業 者 等 （ 以 下 「 卸 売 販 売 業 者 等 」 と い う 。 ）

又 は 改 正 法 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 地 方 税 法 （ 以 下 「 新 法 」 と い う 。 ） 第 七 十 四 条 第 一

項 第 四 号 に 規 定 す る 小 売 販 売 業 者 （ 以 下 「 小 売 販 売 業 者 」 と い う 。 ） が あ る 場 合 に お い て 、

こ れ ら の 者 が 所 得 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 三 十 年 法 律 第 七 号 。 以 下 「 所 得 税 法 等

改 正 法 」 と い う 。 ） 附 則 第 五 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 製 造 た ば こ の 製 造 者 と し て 当 該 製 造

た ば こ を 同 日 に こ れ ら の 者 の 製 造 た ば こ の 製 造 場 か ら 移 出 し た も の と み な し て 同 項 の 規 定 に

よ り た ば こ 税 を 課 さ れ る こ と と な る と き は 、 こ れ ら の 者 が 卸 売 販 売 業 者 等 と し て 当 該 製 造 た

ば こ を 同 日 に 小 売 販 売 業 者 に 売 り 渡 し た も の と み な し て 、 県 た ば こ 税 を 課 す る 。 こ の 場 合 に

お け る 県 た ば こ 税 の 課 税 標 準 は 、 当 該 売 り 渡 し た も の と み な さ れ る 製 造 た ば こ の 本 数 と し 、

当 該 県 た ば こ 税 の 税 率 は 、 千 本 に つ き 七 十 円 と す る 。

第 三 条 別 段 の 定 め が あ る も の を 除 き 、 附 則 第 一 条 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 前 に

課 し た 、 又 は 課 す べ き で あ っ た 県 た ば こ 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

２ 平 成 三 十 二 年 十 月 一 日 前 に 売 渡 し 等 が 行 わ れ た 新 法 第 七 十 四 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 製

造 た ば こ （ 以 下 「 製 造 た ば こ 」 と い う 。 ） を 同 日 に 販 売 の た め 所 持 す る 卸 売 販 売 業 者 等 又 は

小 売 販 売 業 者 が あ る 場 合 に お い て 、 こ れ ら の 者 が 所 得 税 法 等 改 正 法 附 則 第 五 十 一 条 第 九 項 の

規 定 に よ り 製 造 た ば こ の 製 造 者 と し て 当 該 製 造 た ば こ を 同 日 に こ れ ら の 者 の 製 造 た ば こ の 製

造 場 か ら 移 出 し た も の と み な し て 同 項 の 規 定 に よ り た ば こ 税 を 課 さ れ る こ と と な る と き は 、
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則 第 二 十 四 条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 則 第 二 十 四 条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用

さ れ る 県 税 条 例 第 五 十 六 条 の 規 定 に か か わ さ れ る 県 税 条 例 第 五 十 六 条 の 規 定 に か か わ

ら ず 、 当 該 各 条 に 規 定 す る 税 率 に 、 次 の 各 ら ず 、 当 該 各 条 に 規 定 す る 税 率 に 、 次 の 各0
0

号 に 掲 げ る 年 又 は 事 業 年 度 の 区 分 に 応 じ 、 号 に 掲 げ る 年 又 は 事 業 年 度 の 区 分 に 応 じ 、

当 該 各 号 に 定 め る 割 合 を 乗 じ た 税 率 と す る 当 該 各 号 に 定 め る 割 合 を 乗 じ た 税 率 と す る

こ と が で き る 。 こ と が で き る 。

一 ～ 三 略 一 ～ 三 略

附 則

（ 施 行 期 日 等 ）

第 一 条 こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、

当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。

一 第 五 条 及 び 次 項 の 規 定 公 布 の 日

二 第 二 条 及 び 附 則 第 三 条 の 規 定 平 成 三 十 二 年 十 月 一 日

三 第 三 条 及 び 附 則 第 四 条 の 規 定 平 成 三 十 三 年 十 月 一 日

２ 第 五 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 栃 木 県 地 方 活 力 向 上 地 域 に お け る 県 税 の 不 均 一 課 税 に 関 す る

条 例 の 規 定 は 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

（ 県 た ば こ 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

第 二 条 別 段 の 定 め が あ る も の を 除 き 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 前 に

課 し た 、 又 は 課 す べ き で あ っ た 県 た ば こ 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

２ 施 行 日 前 に 栃 木 県 県 税 条 例 第 八 十 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 売 渡 し 又 は 同 条 第 二 項 に 規 定 す る

売 渡 し 若 し く は 消 費 等 （ 地 方 税 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 二 十 六 号 ） 第 七 十 四 条 の 六 第 一

項 第 一 号 及 び 第 二 号 に 規 定 す る 売 渡 し を 除 く 。 以 下 「 売 渡 し 等 」 と い う 。 ） が 行 わ れ た 地 方

税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 三 十 年 法 律 第 三 号 。 以 下 「 改 正 法 」 と い う 。 ） 第 一 条 の

規 定 に よ る 改 正 前 の 地 方 税 法 第 七 十 四 条 第 一 号 に 規 定 す る 製 造 た ば こ （ 地 方 税 法 等 の 一 部 を

改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 七 年 法 律 第 二 号 ） 附 則 第 十 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 紙 巻 た ば こ 三 級 品

を 除 く 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 製 造 た ば こ 」 と い う 。 ） を 同 日 に 販 売 の た め 所 持 す る 栃 木 県

県 税 条 例 第 八 十 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 卸 売 販 売 業 者 等 （ 以 下 「 卸 売 販 売 業 者 等 」 と い う 。 ）

又 は 改 正 法 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 地 方 税 法 （ 以 下 「 新 法 」 と い う 。 ） 第 七 十 四 条 第 一

項 第 四 号 に 規 定 す る 小 売 販 売 業 者 （ 以 下 「 小 売 販 売 業 者 」 と い う 。 ） が あ る 場 合 に お い て 、

こ れ ら の 者 が 所 得 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 三 十 年 法 律 第 七 号 。 以 下 「 所 得 税 法 等

改 正 法 」 と い う 。 ） 附 則 第 五 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 製 造 た ば こ の 製 造 者 と し て 当 該 製 造

た ば こ を 同 日 に こ れ ら の 者 の 製 造 た ば こ の 製 造 場 か ら 移 出 し た も の と み な し て 同 項 の 規 定 に

よ り た ば こ 税 を 課 さ れ る こ と と な る と き は 、 こ れ ら の 者 が 卸 売 販 売 業 者 等 と し て 当 該 製 造 た

ば こ を 同 日 に 小 売 販 売 業 者 に 売 り 渡 し た も の と み な し て 、 県 た ば こ 税 を 課 す る 。 こ の 場 合 に

お け る 県 た ば こ 税 の 課 税 標 準 は 、 当 該 売 り 渡 し た も の と み な さ れ る 製 造 た ば こ の 本 数 と し 、

当 該 県 た ば こ 税 の 税 率 は 、 千 本 に つ き 七 十 円 と す る 。

第 三 条 別 段 の 定 め が あ る も の を 除 き 、 附 則 第 一 条 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 前 に

課 し た 、 又 は 課 す べ き で あ っ た 県 た ば こ 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

２ 平 成 三 十 二 年 十 月 一 日 前 に 売 渡 し 等 が 行 わ れ た 新 法 第 七 十 四 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 製

造 た ば こ （ 以 下 「 製 造 た ば こ 」 と い う 。 ） を 同 日 に 販 売 の た め 所 持 す る 卸 売 販 売 業 者 等 又 は

小 売 販 売 業 者 が あ る 場 合 に お い て 、 こ れ ら の 者 が 所 得 税 法 等 改 正 法 附 則 第 五 十 一 条 第 九 項 の

規 定 に よ り 製 造 た ば こ の 製 造 者 と し て 当 該 製 造 た ば こ を 同 日 に こ れ ら の 者 の 製 造 た ば こ の 製

造 場 か ら 移 出 し た も の と み な し て 同 項 の 規 定 に よ り た ば こ 税 を 課 さ れ る こ と と な る と き は 、

こ れ ら の 者 が 卸 売 販 売 業 者 等 と し て 当 該 製 造 た ば こ を 同 日 に 小 売 販 売 業 者 に 売 り 渡 し た も の

と み な し て 、 県 た ば こ 税 を 課 す る 。 こ の 場 合 に お け る 県 た ば こ 税 の 課 税 標 準 は 、 当 該 売 り 渡

し た も の と み な さ れ る 製 造 た ば こ の 本 数 と し 、 当 該 県 た ば こ 税 の 税 率 は 、 千 本 に つ き 七 十 円 0
0

と す る 。

第 四 条 別 段 の 定 め が あ る も の を 除 き 、 附 則 第 一 条 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 前 に

課 し た 、 又 は 課 す べ き で あ っ た 県 た ば こ 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

２ 平 成 三 十 三 年 十 月 一 日 前 に 売 渡 し 等 が 行 わ れ た 製 造 た ば こ を 同 日 に 販 売 の た め 所 持 す る 卸

売 販 売 業 者 等 又 は 小 売 販 売 業 者 が あ る 場 合 に お い て 、 こ れ ら の 者 が 所 得 税 法 等 改 正 法 附 則 第

五 十 一 条 第 十 一 項 の 規 定 に よ り 製 造 た ば こ の 製 造 者 と し て 当 該 製 造 た ば こ を 同 日 に こ れ ら の

者 の 製 造 た ば こ の 製 造 場 か ら 移 出 し た も の と み な し て 同 項 の 規 定 に よ り た ば こ 税 を 課 さ れ る

こ と と な る と き は 、 こ れ ら の 者 が 卸 売 販 売 業 者 等 と し て 当 該 製 造 た ば こ を 同 日 に 小 売 販 売 業

者 に 売 り 渡 し た も の と み な し て 、 県 た ば こ 税 を 課 す る 。 こ の 場 合 に お け る 県 た ば こ 税 の 課 税

標 準 は 、 当 該 売 り 渡 し た も の と み な さ れ る 製 造 た ば こ の 本 数 と し 、 当 該 県 た ば こ 税 の 税 率

は 、 千 本 に つ き 七 十 円 と す る 。

（ 税 務 課 ）

0
0

栃 木 県 条 例 第 三 十 号

旅 館 業 法 施 行 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

（ 旅 館 業 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 旅 館 業 法 施 行 条 例 （ 昭 和 三 十 三 年 栃 木 県 条 例 第 四 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 旅 館 ・ ホ テ ル 営 業 の 施 設 の 構 造 設 備 の 基 （ ホ テ ル 営 業 の 施 設 の 構 造 設 備 の 基 準 ）

準 ）

第 二 条 旅 館 業 法 施 行 令 （ 昭 和 三 十 二 年 政 令 第 二 条 旅 館 業 法 施 行 令 （ 昭 和 三 十 二 年 政 令

第 百 五 十 二 号 。 以 下 「 令 」 と い う 。 ） 第 一 第 百 五 十 二 号 。 以 下 「 令 」 と い う 。 ） 第 一

条 第 一 項 第 八 号 の 規 定 に よ る 旅 館 ・ ホ テ 条 第 一 項 第 十 一 号 の 規 定 に よ る ホ テ ル 営 業

ル 営 業 の 施 設 の 構 造 設 備 の 基 準 は 、 次 の と の 施 設 の 構 造 設 備 の 基 準 は 、 次 の と

お り と す る 。 お り と す る 。

一 洋 式 の 構 造 設 備 に よ る 客 室 の 数 は 、 総

客 室 数 の 過 半 数 で あ る こ と 。

二 適 当 な 広 さ の ロ ビ ー 及 び 食 堂 を 有 す る

こ と 。

一 ～ 四 略 三 ～ 六 略

（ 旅 館 営 業 の 施 設 の 構 造 設 備 の 基 準 ）

第 三 条 令 第 一 条 第 二 項 第 十 号 の 規 定 に よ る

旅 館 営 業 の 施 設 の 構 造 設 備 の 基 準 は 、 前 条

第 三 号 か ら 第 六 号 ま で の 規 定 の 例 に よ る ほ

か 、 客 室 と 他 の 客 室 と が 、 壁 、 板 戸 、 ふ す

ま 又 は こ れ ら に 類 す る も の で 区 画 さ れ て い

る こ と と す る 。

（ 簡 易 宿 所 営 業 の 施 設 の 構 造 設 備 の 基 準 ） （ 簡 易 宿 所 営 業 の 施 設 の 構 造 設 備 の 基 準 ）

第 三 条 令 第 一 条 第 二 項 第 七 号 の 規 定 に よ る 第 四 条 令 第 一 条 第 三 項 第 七 号 の 規 定 に よ る

簡 易 宿 所 営 業 の 施 設 の 構 造 設 備 の 基 準 は 、 簡 易 宿 所 営 業 の 施 設 の 構 造 設 備 の 基 準 は 、

前 条 各 号 の 規 定 の 例 に 第 二 条 第 三 号 か ら 第 六 号 ま で の 規 定 の 例 に

よ る ほ か 、 次 の と お り と す る 。 よ る ほ か 、 次 の と お り と す る 。

一 ・ 二 略 一 ・ 二 略
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0
0

栃 木 県 条 例 第 三 十 号

旅 館 業 法 施 行 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

（ 旅 館 業 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 旅 館 業 法 施 行 条 例 （ 昭 和 三 十 三 年 栃 木 県 条 例 第 四 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 旅 館 ・ ホ テ ル 営 業 の 施 設 の 構 造 設 備 の 基 （ ホ テ ル 営 業 の 施 設 の 構 造 設 備 の 基 準 ）

準 ）

第 二 条 旅 館 業 法 施 行 令 （ 昭 和 三 十 二 年 政 令 第 二 条 旅 館 業 法 施 行 令 （ 昭 和 三 十 二 年 政 令

第 百 五 十 二 号 。 以 下 「 令 」 と い う 。 ） 第 一 第 百 五 十 二 号 。 以 下 「 令 」 と い う 。 ） 第 一

条 第 一 項 第 八 号 の 規 定 に よ る 旅 館 ・ ホ テ 条 第 一 項 第 十 一 号 の 規 定 に よ る ホ テ ル 営 業

ル 営 業 の 施 設 の 構 造 設 備 の 基 準 は 、 次 の と の 施 設 の 構 造 設 備 の 基 準 は 、 次 の と

お り と す る 。 お り と す る 。

一 洋 式 の 構 造 設 備 に よ る 客 室 の 数 は 、 総

客 室 数 の 過 半 数 で あ る こ と 。

二 適 当 な 広 さ の ロ ビ ー 及 び 食 堂 を 有 す る

こ と 。

一 ～ 四 略 三 ～ 六 略

（ 旅 館 営 業 の 施 設 の 構 造 設 備 の 基 準 ）

第 三 条 令 第 一 条 第 二 項 第 十 号 の 規 定 に よ る

旅 館 営 業 の 施 設 の 構 造 設 備 の 基 準 は 、 前 条

第 三 号 か ら 第 六 号 ま で の 規 定 の 例 に よ る ほ

か 、 客 室 と 他 の 客 室 と が 、 壁 、 板 戸 、 ふ す

ま 又 は こ れ ら に 類 す る も の で 区 画 さ れ て い

る こ と と す る 。

（ 簡 易 宿 所 営 業 の 施 設 の 構 造 設 備 の 基 準 ） （ 簡 易 宿 所 営 業 の 施 設 の 構 造 設 備 の 基 準 ）

第 三 条 令 第 一 条 第 二 項 第 七 号 の 規 定 に よ る 第 四 条 令 第 一 条 第 三 項 第 七 号 の 規 定 に よ る

簡 易 宿 所 営 業 の 施 設 の 構 造 設 備 の 基 準 は 、 簡 易 宿 所 営 業 の 施 設 の 構 造 設 備 の 基 準 は 、

前 条 各 号 の 規 定 の 例 に 第 二 条 第 三 号 か ら 第 六 号 ま で の 規 定 の 例 に

よ る ほ か 、 次 の と お り と す る 。 よ る ほ か 、 次 の と お り と す る 。

一 ・ 二 略 一 ・ 二 略

（ 下 宿 営 業 の 施 設 の 構 造 設 備 の 基 準 ） （ 下 宿 営 業 の 施 設 の 構 造 設 備 の 基 準 ）

第 四 条 令 第 一 条 第 三 項 第 五 号 の 規 定 に よ る 第 五 条 令 第 一 条 第 四 項 第 五 号 の 規 定 に よ る0
0

下 宿 営 業 の 施 設 の 構 造 設 備 の 基 準 は 、 第 二 下 宿 営 業 の 施 設 の 構 造 設 備 の 基 準 は 、 第 二

条 各 号 の 規 定 の 例 に よ る 条 第 三 号 か ら 第 六 号 ま で の 規 定 の 例 に よ る

ほ か 、 次 の と お り と す る 。 ほ か 、 次 の と お り と す る 。

一 ・ 二 略 一 ・ 二 略

第 五 条 ・ 第 六 条 略 第 六 条 ・ 第 七 条 略

（ 換 気 ） （ 換 気 ）

第 七 条 旅 館 業 の 施 設 は 、 室 内 の 空 気 の 汚 染 第 八 条 営 業 の 施 設 は 、 室 内 の 空 気 の 汚 染

を 防 ぐ た め 、 換 気 装 置 を 活 用 し 、 常 に 空 気 を 防 ぐ た め 、 換 気 装 置 を 活 用 し 、 常 に 空 気

を 清 浄 に 保 持 し な け れ ば な ら な い 。 を 清 浄 に 保 持 し な け れ ば な ら な い 。

（ 採 光 及 び 照 明 ） （ 採 光 及 び 照 明 ）

第 八 条 旅 館 業 の 施 設 は 、 で き る だ け 自 然 光 第 九 条 営 業 の 施 設 は 、 で き る だ け 自 然 光

線 を 充 分 採 り 入 れ 、 や む を 得 な い 場 合 及 び 線 を 充 分 採 り 入 れ 、 や む を 得 な い 場 合 及 び

夜 間 に お け る 旅 館 業 の 施 設 の 照 明 は 、 施 設 夜 間 に お け る 営 業 の 施 設 の 照 明 は 、 床 面

内 の そ れ ぞ れ の 場 所 で 宿 泊 者 の 安 全 衛 生 上 に お い て 次 の 照 度 を 有 す る も の で な け れ ば

又 は 業 務 上 の 必 要 な 照 度 を 満 た さ な け れ ば な ら な い

な ら な い 。 。

一 客 室 、 応 接 室 及 び 食 堂 は 四 十 ル ク ス 以

上
二 浴 室 、 洗 面 所 及 び 便 所 は 二 十 ル ク ス 以

上
三 廊 下 及 び 階 段 は 二 十 ル ク ス 以 上 。 た だ

し 、 深 夜 に お い て は 、 十 ル ク ス 以 上 の 照

度 と す る こ と が で き る 。

（ 防 湿 ） （ 防 湿 ）

第 九 条 旅 館 業 の 施 設 は 、 次 の よ う に 防 湿 の 第 十 条 営 業 の 施 設 は 、 次 の よ う に 防 湿 の

措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。

一 ・ 二 略 一 ・ 二 略

（ 衛 生 保 持 ） （ 衛 生 保 持 ）

第 十 条 旅 館 業 の 施 設 は 、 常 に よ く 清 掃 第 十 一 条 営 業 の 施 設 は 、 常 に よ く 清 掃

し 、 衛 生 的 に 保 持 し な け れ ば な ら な い 。 し 、 衛 生 的 に 保 持 し な け れ ば な ら な い 。

２ 略 ２ 略

第 十 一 条 ・ 第 十 二 条 略 第 十 二 条 ・ 第 十 三 条 略

（ 客 室 の 収 容 定 員 ） （ 客 室 の 収 容 定 員 ）

第 十 三 条 客 室 の 収 容 定 員 は 次 の 基 準 に よ る 第 十 四 条 客 室 の 収 容 定 員 は 次 の 基 準 に よ る
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（ 下 宿 営 業 の 施 設 の 構 造 設 備 の 基 準 ） （ 下 宿 営 業 の 施 設 の 構 造 設 備 の 基 準 ）

第 四 条 令 第 一 条 第 三 項 第 五 号 の 規 定 に よ る 第 五 条 令 第 一 条 第 四 項 第 五 号 の 規 定 に よ る0
0

下 宿 営 業 の 施 設 の 構 造 設 備 の 基 準 は 、 第 二 下 宿 営 業 の 施 設 の 構 造 設 備 の 基 準 は 、 第 二

条 各 号 の 規 定 の 例 に よ る 条 第 三 号 か ら 第 六 号 ま で の 規 定 の 例 に よ る

ほ か 、 次 の と お り と す る 。 ほ か 、 次 の と お り と す る 。

一 ・ 二 略 一 ・ 二 略

第 五 条 ・ 第 六 条 略 第 六 条 ・ 第 七 条 略

（ 換 気 ） （ 換 気 ）

第 七 条 旅 館 業 の 施 設 は 、 室 内 の 空 気 の 汚 染 第 八 条 営 業 の 施 設 は 、 室 内 の 空 気 の 汚 染

を 防 ぐ た め 、 換 気 装 置 を 活 用 し 、 常 に 空 気 を 防 ぐ た め 、 換 気 装 置 を 活 用 し 、 常 に 空 気

を 清 浄 に 保 持 し な け れ ば な ら な い 。 を 清 浄 に 保 持 し な け れ ば な ら な い 。

（ 採 光 及 び 照 明 ） （ 採 光 及 び 照 明 ）

第 八 条 旅 館 業 の 施 設 は 、 で き る だ け 自 然 光 第 九 条 営 業 の 施 設 は 、 で き る だ け 自 然 光

線 を 充 分 採 り 入 れ 、 や む を 得 な い 場 合 及 び 線 を 充 分 採 り 入 れ 、 や む を 得 な い 場 合 及 び

夜 間 に お け る 旅 館 業 の 施 設 の 照 明 は 、 施 設 夜 間 に お け る 営 業 の 施 設 の 照 明 は 、 床 面

内 の そ れ ぞ れ の 場 所 で 宿 泊 者 の 安 全 衛 生 上 に お い て 次 の 照 度 を 有 す る も の で な け れ ば

又 は 業 務 上 の 必 要 な 照 度 を 満 た さ な け れ ば な ら な い

な ら な い 。 。

一 客 室 、 応 接 室 及 び 食 堂 は 四 十 ル ク ス 以

上
二 浴 室 、 洗 面 所 及 び 便 所 は 二 十 ル ク ス 以

上
三 廊 下 及 び 階 段 は 二 十 ル ク ス 以 上 。 た だ

し 、 深 夜 に お い て は 、 十 ル ク ス 以 上 の 照

度 と す る こ と が で き る 。

（ 防 湿 ） （ 防 湿 ）

第 九 条 旅 館 業 の 施 設 は 、 次 の よ う に 防 湿 の 第 十 条 営 業 の 施 設 は 、 次 の よ う に 防 湿 の

措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。

一 ・ 二 略 一 ・ 二 略

（ 衛 生 保 持 ） （ 衛 生 保 持 ）

第 十 条 旅 館 業 の 施 設 は 、 常 に よ く 清 掃 第 十 一 条 営 業 の 施 設 は 、 常 に よ く 清 掃

し 、 衛 生 的 に 保 持 し な け れ ば な ら な い 。 し 、 衛 生 的 に 保 持 し な け れ ば な ら な い 。

２ 略 ２ 略

第 十 一 条 ・ 第 十 二 条 略 第 十 二 条 ・ 第 十 三 条 略

（ 客 室 の 収 容 定 員 ） （ 客 室 の 収 容 定 員 ）

第 十 三 条 客 室 の 収 容 定 員 は 次 の 基 準 に よ る 第 十 四 条 客 室 の 収 容 定 員 は 次 の 基 準 に よ る

も の と し 、 も の と し 、 各 客 室 の 入 口 に こ れ を 表 示 し 、

定 員 を 超 え て 客 を 収 容 し て は な ら な い 。 定 員 を 超 え て 客 を 収 容 し て は な ら な い 。

一 旅 館 ・ ホ テ ル 営 業 一 客 室 の 有 効 面 積 一 ホ テ ル 営 業 一 客 室 の 有 効 面 積 0
0

三 ・ 五 平 方 メ ー ト ル （ 寝 台 を 置 く 客 室 に 四 ・ 五 平 方 メ ー ト ル

あ つ て は 、 四 ・ 五 平 方 メ ー ト ル ） に つ い に つ い

て 一 人 て 一 人

二 下 宿 営 業 一 客 室 の 有 効 二 旅 館 営 業 及 び 下 宿 営 業 一 客 室 の 有 効

面 積 三 ・ 五 平 方 メ ー ト ル に つ い て 一 人 面 積 三 ・ 五 平 方 メ ー ト ル に つ い て 一 人

三 略 三 略

第 十 四 条 略 第 十 五 条 略

（ 衛 生 措 置 基 準 の 特 例 ） （ 衛 生 措 置 基 準 の 特 例 ）

第 十 五 条 知 事 は 、 旅 館 ・ ホ テ ル 営 業 又 第 十 六 条 知 事 は 、 ホ テ ル 営 業 、 旅 館 営 業 又

は 簡 易 宿 所 営 業 の 施 設 の う ち 、 季 節 的 に 利 は 簡 易 宿 所 営 業 の 施 設 の う ち 、 季 節 的 に 利

用 さ れ る も の 、 交 通 が 著 し く 不 便 な 地 域 に 用 さ れ る も の 、 交 通 が 著 し く 不 便 な 地 域 に

あ る も の そ の 他 特 別 の 事 情 が あ る も の に つ あ る も の そ の 他 特 別 の 事 情 が あ る も の に つ

い て は 、 第 八 条 、 第 十 一 条 第 二 号 及 び 第 十 い て は 、 第 九 条 、 第 十 二 条 第 二 号 及 び 第 十

三 条 に 規 定 す る 基 準 に 関 し 、 必 要 な 特 例 を 四 条 に 規 定 す る 基 準 に 関 し 、 必 要 な 特 例 を

規 則 で 定 め る こ と が で き る 。 規 則 で 定 め る こ と が で き る 。

（ 災 害 派 遣 手 当 、 武 力 攻 撃 災 害 等 派 遣 手 当 及 び 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 緊 急 事 態 派 遣 手 当 の 支

給 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 災 害 派 遣 手 当 、 武 力 攻 撃 災 害 等 派 遣 手 当 及 び 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 緊 急 事 態 派 遣 手 当

の 支 給 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 五 十 二 年 栃 木 県 条 例 第 二 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

略 略

備考 備考

１略 １略

２公用の施設又はこれに準ずる施設と２公用の施設又はこれに準ずる施設と

は旅館業法（昭和23年法律第138 は旅館業法（昭和23年法律第138、 、

号）第２条第２項に規定する旅館・ホ 号）第２条に規定するホテル営

テル営業の施設以外の施設をい 業又は旅館営業の施設以外の施設をい

う う。 。

（ 栃 木 県 暴 力 団 排 除 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 栃 木 県 暴 力 団 排 除 条 例 （ 平 成 二 十 二 年 栃 木 県 条 例 第 三 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正
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も の と し 、 も の と し 、 各 客 室 の 入 口 に こ れ を 表 示 し 、

定 員 を 超 え て 客 を 収 容 し て は な ら な い 。 定 員 を 超 え て 客 を 収 容 し て は な ら な い 。

一 旅 館 ・ ホ テ ル 営 業 一 客 室 の 有 効 面 積 一 ホ テ ル 営 業 一 客 室 の 有 効 面 積 0
0

三 ・ 五 平 方 メ ー ト ル （ 寝 台 を 置 く 客 室 に 四 ・ 五 平 方 メ ー ト ル

あ つ て は 、 四 ・ 五 平 方 メ ー ト ル ） に つ い に つ い

て 一 人 て 一 人

二 下 宿 営 業 一 客 室 の 有 効 二 旅 館 営 業 及 び 下 宿 営 業 一 客 室 の 有 効

面 積 三 ・ 五 平 方 メ ー ト ル に つ い て 一 人 面 積 三 ・ 五 平 方 メ ー ト ル に つ い て 一 人

三 略 三 略

第 十 四 条 略 第 十 五 条 略

（ 衛 生 措 置 基 準 の 特 例 ） （ 衛 生 措 置 基 準 の 特 例 ）

第 十 五 条 知 事 は 、 旅 館 ・ ホ テ ル 営 業 又 第 十 六 条 知 事 は 、 ホ テ ル 営 業 、 旅 館 営 業 又

は 簡 易 宿 所 営 業 の 施 設 の う ち 、 季 節 的 に 利 は 簡 易 宿 所 営 業 の 施 設 の う ち 、 季 節 的 に 利

用 さ れ る も の 、 交 通 が 著 し く 不 便 な 地 域 に 用 さ れ る も の 、 交 通 が 著 し く 不 便 な 地 域 に

あ る も の そ の 他 特 別 の 事 情 が あ る も の に つ あ る も の そ の 他 特 別 の 事 情 が あ る も の に つ

い て は 、 第 八 条 、 第 十 一 条 第 二 号 及 び 第 十 い て は 、 第 九 条 、 第 十 二 条 第 二 号 及 び 第 十

三 条 に 規 定 す る 基 準 に 関 し 、 必 要 な 特 例 を 四 条 に 規 定 す る 基 準 に 関 し 、 必 要 な 特 例 を

規 則 で 定 め る こ と が で き る 。 規 則 で 定 め る こ と が で き る 。

（ 災 害 派 遣 手 当 、 武 力 攻 撃 災 害 等 派 遣 手 当 及 び 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 緊 急 事 態 派 遣 手 当 の 支

給 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 災 害 派 遣 手 当 、 武 力 攻 撃 災 害 等 派 遣 手 当 及 び 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 緊 急 事 態 派 遣 手 当

の 支 給 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 五 十 二 年 栃 木 県 条 例 第 二 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

略 略

備考 備考

１略 １略

２公用の施設又はこれに準ずる施設と２公用の施設又はこれに準ずる施設と

は旅館業法（昭和23年法律第138 は旅館業法（昭和23年法律第138、 、

号）第２条第２項に規定する旅館・ホ 号）第２条に規定するホテル営

テル営業の施設以外の施設をい 業又は旅館営業の施設以外の施設をい

う う。 。

（ 栃 木 県 暴 力 団 排 除 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 栃 木 県 暴 力 団 排 除 条 例 （ 平 成 二 十 二 年 栃 木 県 条 例 第 三 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。0
0

改 正 後 改 正 前

（ 特 定 事 業 者 の 責 務 ） （ 特 定 事 業 者 の 責 務 ）

第 十 八 条 旅 館 業 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 第 十 八 条 旅 館 業 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百

三 十 八 号 ） 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 旅 館 ・ 三 十 八 号 ） 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る ホ テ ル

ホ テ ル 営 業 を 営 業 又 は 同 条 第 三 項 に 規 定 す る 旅 館 営 業 を

営 む 者 、 ゴ ル フ 場 の 経 営 者 そ の 他 の 不 特 定 営 む 者 、 ゴ ル フ 場 の 経 営 者 そ の 他 の 不 特 定

又 は 多 数 の 者 が 利 用 す る 施 設 を 運 営 し 、 又 又 は 多 数 の 者 が 利 用 す る 施 設 を 運 営 し 、 又

は 管 理 す る 事 業 者 で あ っ て 公 安 委 員 会 規 則 は 管 理 す る 事 業 者 で あ っ て 公 安 委 員 会 規 則

で 定 め る も の （ 第 二 号 に お い て 「 特 定 事 業 で 定 め る も の （ 第 二 号 に お い て 「 特 定 事 業

者 」 と い う 。 ） は 、 そ の 運 営 し 、 又 は 管 理 者 」 と い う 。 ） は 、 そ の 運 営 し 、 又 は 管 理

す る 施 設 の 利 用 に 係 る 約 款 、 規 約 そ の 他 の す る 施 設 の 利 用 に 係 る 約 款 、 規 約 そ の 他 の

定 め に お い て 、 次 に 掲 げ る 事 項 を そ の 内 容 定 め に お い て 、 次 に 掲 げ る 事 項 を そ の 内 容

に 含 む も の と す る よ う 努 め な け れ ば な ら な に 含 む も の と す る よ う 努 め な け れ ば な ら な

い 。 い 。

一 ・ 二 略 一 ・ 二 略

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 年 六 月 十 五 日 か ら 施 行 す る 。

（ 旅 館 業 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

２ こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 旅 館 業 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 九 年 法 律 第 八 十 四 号 ）

に よ る 改 正 前 の 旅 館 業 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 三 十 八 号 。 以 下 「 旧 法 」 と い う 。 ） 第 三 条

第 一 項 の 規 定 に よ り 旧 法 第 二 条 第 三 項 に 規 定 す る 旅 館 営 業 の 許 可 を 受 け 、 又 は 許 可 の 申 請 を

し て い る 者 の 当 該 許 可 又 は 許 可 の 申 請 に 係 る 旅 館 業 の 施 設 に つ い て は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日

以 後 そ の 客 室 の 構 造 設 備 の 変 更 又 は 寝 台 の 増 置 を 行 わ ず に 営 業 す る 場 合 に 限 り 、 第 一 条 の 規

定 に よ る 改 正 後 の 旅 館 業 法 施 行 条 例 第 十 三 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 公 衆 浴 場 法 施 行 条 例 及 び 旅 館 業 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

３ 公 衆 浴 場 法 施 行 条 例 及 び 旅 館 業 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 十 六 年 栃 木 県 条 例

第 三 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。

改 正 後 改 正 前

附 則 附 則

１ ・ ２ 略 １ ・ ２ 略

（ 旅 館 業 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 （ 旅 館 業 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過

措 置 ） 措 置 ）

３ こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 旅 館 業 法 （ 昭 和 ３ こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 旅 館 業 法 （ 昭 和
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す る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。0
0

改 正 後 改 正 前

（ 特 定 事 業 者 の 責 務 ） （ 特 定 事 業 者 の 責 務 ）

第 十 八 条 旅 館 業 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 第 十 八 条 旅 館 業 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百

三 十 八 号 ） 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 旅 館 ・ 三 十 八 号 ） 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る ホ テ ル

ホ テ ル 営 業 を 営 業 又 は 同 条 第 三 項 に 規 定 す る 旅 館 営 業 を

営 む 者 、 ゴ ル フ 場 の 経 営 者 そ の 他 の 不 特 定 営 む 者 、 ゴ ル フ 場 の 経 営 者 そ の 他 の 不 特 定

又 は 多 数 の 者 が 利 用 す る 施 設 を 運 営 し 、 又 又 は 多 数 の 者 が 利 用 す る 施 設 を 運 営 し 、 又

は 管 理 す る 事 業 者 で あ っ て 公 安 委 員 会 規 則 は 管 理 す る 事 業 者 で あ っ て 公 安 委 員 会 規 則

で 定 め る も の （ 第 二 号 に お い て 「 特 定 事 業 で 定 め る も の （ 第 二 号 に お い て 「 特 定 事 業

者 」 と い う 。 ） は 、 そ の 運 営 し 、 又 は 管 理 者 」 と い う 。 ） は 、 そ の 運 営 し 、 又 は 管 理

す る 施 設 の 利 用 に 係 る 約 款 、 規 約 そ の 他 の す る 施 設 の 利 用 に 係 る 約 款 、 規 約 そ の 他 の

定 め に お い て 、 次 に 掲 げ る 事 項 を そ の 内 容 定 め に お い て 、 次 に 掲 げ る 事 項 を そ の 内 容

に 含 む も の と す る よ う 努 め な け れ ば な ら な に 含 む も の と す る よ う 努 め な け れ ば な ら な

い 。 い 。

一 ・ 二 略 一 ・ 二 略

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 年 六 月 十 五 日 か ら 施 行 す る 。

（ 旅 館 業 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

２ こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 旅 館 業 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 九 年 法 律 第 八 十 四 号 ）

に よ る 改 正 前 の 旅 館 業 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 三 十 八 号 。 以 下 「 旧 法 」 と い う 。 ） 第 三 条

第 一 項 の 規 定 に よ り 旧 法 第 二 条 第 三 項 に 規 定 す る 旅 館 営 業 の 許 可 を 受 け 、 又 は 許 可 の 申 請 を

し て い る 者 の 当 該 許 可 又 は 許 可 の 申 請 に 係 る 旅 館 業 の 施 設 に つ い て は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日

以 後 そ の 客 室 の 構 造 設 備 の 変 更 又 は 寝 台 の 増 置 を 行 わ ず に 営 業 す る 場 合 に 限 り 、 第 一 条 の 規

定 に よ る 改 正 後 の 旅 館 業 法 施 行 条 例 第 十 三 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 公 衆 浴 場 法 施 行 条 例 及 び 旅 館 業 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

３ 公 衆 浴 場 法 施 行 条 例 及 び 旅 館 業 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 十 六 年 栃 木 県 条 例

第 三 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。

改 正 後 改 正 前

附 則 附 則

１ ・ ２ 略 １ ・ ２ 略

（ 旅 館 業 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 （ 旅 館 業 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過

措 置 ） 措 置 ）

３ こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 旅 館 業 法 （ 昭 和 ３ こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 旅 館 業 法 （ 昭 和

二 十 三 年 法 律 第 百 三 十 八 号 ） 第 三 条 第 一 項 二 十 三 年 法 律 第 百 三 十 八 号 ） 第 三 条 第 一 項

の 規 定 に よ り 旅 館 業 の 経 営 の 許 可 を 受 け 、 の 規 定 に よ り 旅 館 業 の 経 営 の 許 可 を 受 け 、

又 は 許 可 の 申 請 を し て い る 者 の 当 該 許 可 又 又 は 許 可 の 申 請 を し て い る 者 の 当 該 許 可 又 0
0

は 許 可 の 申 請 に 係 る 営 業 の 施 設 に つ い て は 許 可 の 申 請 に 係 る 営 業 の 施 設 に つ い て

は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後 そ の 構 造 設 備 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後 そ の 構 造 設 備

を 変 更 せ ず に 営 業 す る 場 合 に 限 り 、 を 変 更 せ ず に 営 業 す る 場 合 に 限 り 、 第 三 条

旅 館 業 法 施 行 条 例 第 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 旅 館 業 法 施 行 条 例 第

二 条 第 二 号 ロ か ら ニ ま で （ 第 三 条 及 び 第 四 二 条 第 四 号 ロ か ら ニ ま で （ 第 三 条 か ら 第 五

条 の 規 定 に よ り そ の 例 に よ る こ と と さ 条 ま で の 規 定 に よ り そ の 例 に よ る こ と と さ

れ る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 は 、 適 用 し な れ る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 は 、 適 用 し な

い 。 い 。

（ 旅 館 業 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

４ 旅 館 業 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 八 年 栃 木 県 条 例 第 五 十 三 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。

改 正 後 改 正 前

附 則 附 則

１ 略 １ 略

２ こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 旅 館 業 法 （ 昭 和 ２ こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 旅 館 業 法 （ 昭 和

二 十 三 年 法 律 第 百 三 十 八 号 ） 第 三 条 第 一 項 二 十 三 年 法 律 第 百 三 十 八 号 ） 第 三 条 第 一 項

の 規 定 に よ り 簡 易 宿 所 営 業 の 許 可 を 受 け 、 の 規 定 に よ り 簡 易 宿 所 営 業 の 許 可 を 受 け 、

又 は 許 可 の 申 請 を し て い る 者 の 当 該 許 可 又 又 は 許 可 の 申 請 を し て い る 者 の 当 該 許 可 又

は 許 可 の 申 請 に 係 る 営 業 の 施 設 に つ い て は 許 可 の 申 請 に 係 る 営 業 の 施 設 に つ い て

は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後 そ の 客 室 の 延 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後 そ の 客 室 の 延

床 面 積 及 び 一 客 室 の 床 面 積 を 変 更 せ ず に 営 床 面 積 及 び 一 客 室 の 床 面 積 を 変 更 せ ず に 営

業 す る 場 合 に 限 り 、 旅 館 業 法 施 行 条 例 第 十 業 す る 場 合 に 限 り 、 改 正 後 の 第 十 四 条 第 三

三 条 第 三 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前

の 例 に よ る 。 の 例 に よ る 。

（ 生 活 衛 生 課 ）
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二 十 三 年 法 律 第 百 三 十 八 号 ） 第 三 条 第 一 項 二 十 三 年 法 律 第 百 三 十 八 号 ） 第 三 条 第 一 項

の 規 定 に よ り 旅 館 業 の 経 営 の 許 可 を 受 け 、 の 規 定 に よ り 旅 館 業 の 経 営 の 許 可 を 受 け 、

又 は 許 可 の 申 請 を し て い る 者 の 当 該 許 可 又 又 は 許 可 の 申 請 を し て い る 者 の 当 該 許 可 又 0
0

は 許 可 の 申 請 に 係 る 営 業 の 施 設 に つ い て は 許 可 の 申 請 に 係 る 営 業 の 施 設 に つ い て

は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後 そ の 構 造 設 備 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後 そ の 構 造 設 備

を 変 更 せ ず に 営 業 す る 場 合 に 限 り 、 を 変 更 せ ず に 営 業 す る 場 合 に 限 り 、 第 三 条

旅 館 業 法 施 行 条 例 第 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 旅 館 業 法 施 行 条 例 第

二 条 第 二 号 ロ か ら ニ ま で （ 第 三 条 及 び 第 四 二 条 第 四 号 ロ か ら ニ ま で （ 第 三 条 か ら 第 五

条 の 規 定 に よ り そ の 例 に よ る こ と と さ 条 ま で の 規 定 に よ り そ の 例 に よ る こ と と さ

れ る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 は 、 適 用 し な れ る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 は 、 適 用 し な

い 。 い 。

（ 旅 館 業 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

４ 旅 館 業 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 八 年 栃 木 県 条 例 第 五 十 三 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。

改 正 後 改 正 前

附 則 附 則

１ 略 １ 略

２ こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 旅 館 業 法 （ 昭 和 ２ こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 旅 館 業 法 （ 昭 和

二 十 三 年 法 律 第 百 三 十 八 号 ） 第 三 条 第 一 項 二 十 三 年 法 律 第 百 三 十 八 号 ） 第 三 条 第 一 項

の 規 定 に よ り 簡 易 宿 所 営 業 の 許 可 を 受 け 、 の 規 定 に よ り 簡 易 宿 所 営 業 の 許 可 を 受 け 、

又 は 許 可 の 申 請 を し て い る 者 の 当 該 許 可 又 又 は 許 可 の 申 請 を し て い る 者 の 当 該 許 可 又

は 許 可 の 申 請 に 係 る 営 業 の 施 設 に つ い て は 許 可 の 申 請 に 係 る 営 業 の 施 設 に つ い て

は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後 そ の 客 室 の 延 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後 そ の 客 室 の 延

床 面 積 及 び 一 客 室 の 床 面 積 を 変 更 せ ず に 営 床 面 積 及 び 一 客 室 の 床 面 積 を 変 更 せ ず に 営

業 す る 場 合 に 限 り 、 旅 館 業 法 施 行 条 例 第 十 業 す る 場 合 に 限 り 、 改 正 後 の 第 十 四 条 第 三

三 条 第 三 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前

の 例 に よ る 。 の 例 に よ る 。

（ 生 活 衛 生 課 ）

0
0

栃 木 県 条 例 第 三 十 一 号

栃 木 県 都 市 公 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

栃 木 県 都 市 公 園 条 例 （ 昭 和 四 十 九 年 栃 木 県 条 例 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正

す る 。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第７条第12条関係） 別表第１（第７条第12条関係）、 、

１栃木県総合運動公園 １栃木県総合運動公園

⑴略 ⑴略

⑵会議室 ⑵会議室

使用 使用

区分
午前午後１日

区分
午前午後１日

施設名 施設名

略 略

水泳場略略略 水泳場略略略

会議室 会議室

サッカ・ー

ラグビ場1,310円1,530円2,640円ー

会議室

略 略

備考 備考

１略 １略

２この表は陸上競技場野球場（本２この表は陸上競技場野球場（本、 、 、 、

球場） 水泳場又はサッカ・ラグ 球場）又は水泳場、 ー

ビ場を団体で使用する者が当該使用 を団体で使用する者が当該使用ー

に係る施設の会議室を使用する場合に に係る施設の会議室を使用する場合に

ついては適用しない ついては適用しない。 。

⑶附属設備 ⑶附属設備
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0
0

栃 木 県 条 例 第 三 十 一 号

栃 木 県 都 市 公 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

栃 木 県 都 市 公 園 条 例 （ 昭 和 四 十 九 年 栃 木 県 条 例 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正

す る 。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第７条第12条関係） 別表第１（第７条第12条関係）、 、

１栃木県総合運動公園 １栃木県総合運動公園

⑴略 ⑴略

⑵会議室 ⑵会議室

使用 使用

区分
午前午後１日

区分
午前午後１日

施設名 施設名

略 略

水泳場略略略 水泳場略略略

会議室 会議室

サッカ・ー

ラグビ場1,310円1,530円2,640円ー

会議室

略 略

備考 備考

１略 １略

２この表は陸上競技場野球場（本２この表は陸上競技場野球場（本、 、 、 、

球場） 水泳場又はサッカ・ラグ 球場）又は水泳場、 ー

ビ場を団体で使用する者が当該使用 を団体で使用する者が当該使用ー

に係る施設の会議室を使用する場合に に係る施設の会議室を使用する場合に

ついては適用しない ついては適用しない。 。

⑶附属設備 ⑶附属設備

ア陸上競技場等 ア陸上競技場等

(ｱ) 略 (ｱ) 略

(ｲ) 照明設備以外の設備 (ｲ) 照明設備以外の設備0
0

使用
夜

使用
夜

区分
午前午後１日

区分
午前午後１日

間 間
設備名 設備名

略 略

水泳場略略略略水泳場略略略略

放送設備 放送設備

サッカ・ー

ラグビ場640円830円1,440円－ー

放送設備

略 略

イ略 イ略

備考略 備考略

⑷・⑸略 ⑷・⑸略

２９略 ２９略～ ～

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 都 市 整 備 課 ）

0
0

栃 木 県 条 例 第 三 十 二 号

栃 木 県 立 と ち ぎ 海 浜 自 然 の 家 条 例 及 び 栃 木 県 立 な す 高 原 自 然 の 家 設 置 及 び 管 理 条 例 の 一

部 を 改 正 す る 条 例

（ 栃 木 県 立 と ち ぎ 海 浜 自 然 の 家 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 栃 木 県 立 と ち ぎ 海 浜 自 然 の 家 条 例 （ 平 成 四 年 栃 木 県 条 例 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 休 所 日 ） （ 休 所 日 等 ）

第 二 条 の 二 海 浜 自 然 の 家 の 休 所 日 第 二 条 の 二 海 浜 自 然 の 家 の 休 所 日 及 び 海 の

は 、 教 育 委 員 会 規 則 で 定 展 示 館 の 利 用 時 間 は 、 教 育 委 員 会 規 則 で 定

め る 。 め る 。

（ 利 用 の 許 可 ） （ 利 用 の 許 可 ）

第 三 条 海 浜 自 然 の 家 を 利 用 し よ う と す る 者 第 三 条 海 浜 自 然 の 家 を 利 用 し よ う と す る 者

は 、 あ ら か じ め 教 育 委 員 会 の 許 可 を 受 け な は 、 あ ら か じ め 教 育 委 員 会 の 許 可 を 受 け な

け れ ば な ら な い 。 け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 海 の 展 示 館 の み

を 利 用 し よ う と す る 場 合 は 、 こ の 限 り で な

い 。

第 五 条 略 第 五 条 略

（ 権 利 の 譲 渡 等 の 禁 止 ）

第 五 条 の 二 第 三 条 の 許 可 を 受 け た 者 （ 以 下

「 許 可 利 用 者 」 と い う 。 ） は 、 そ の 許 可 に

係 る 権 利 を 譲 渡 し 、 又 は 転 貸 し て は な ら な

い 。
（ 許 可 の 取 消 し 等 ） （ 許 可 の 取 消 し 等 ）

第 六 条 教 育 委 員 会 は 、 許 可 利 用 者 第 六 条 教 育 委 員 会 は 、 第 三 条 の 許 可 を 受 け

が 次 た 者 （ 以 下 「 許 可 利 用 者 」 と い う 。 ） が 次
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0
0

栃 木 県 条 例 第 三 十 二 号

栃 木 県 立 と ち ぎ 海 浜 自 然 の 家 条 例 及 び 栃 木 県 立 な す 高 原 自 然 の 家 設 置 及 び 管 理 条 例 の 一

部 を 改 正 す る 条 例

（ 栃 木 県 立 と ち ぎ 海 浜 自 然 の 家 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 栃 木 県 立 と ち ぎ 海 浜 自 然 の 家 条 例 （ 平 成 四 年 栃 木 県 条 例 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 休 所 日 ） （ 休 所 日 等 ）

第 二 条 の 二 海 浜 自 然 の 家 の 休 所 日 第 二 条 の 二 海 浜 自 然 の 家 の 休 所 日 及 び 海 の

は 、 教 育 委 員 会 規 則 で 定 展 示 館 の 利 用 時 間 は 、 教 育 委 員 会 規 則 で 定

め る 。 め る 。

（ 利 用 の 許 可 ） （ 利 用 の 許 可 ）

第 三 条 海 浜 自 然 の 家 を 利 用 し よ う と す る 者 第 三 条 海 浜 自 然 の 家 を 利 用 し よ う と す る 者

は 、 あ ら か じ め 教 育 委 員 会 の 許 可 を 受 け な は 、 あ ら か じ め 教 育 委 員 会 の 許 可 を 受 け な

け れ ば な ら な い 。 け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 海 の 展 示 館 の み

を 利 用 し よ う と す る 場 合 は 、 こ の 限 り で な

い 。

第 五 条 略 第 五 条 略

（ 権 利 の 譲 渡 等 の 禁 止 ）

第 五 条 の 二 第 三 条 の 許 可 を 受 け た 者 （ 以 下

「 許 可 利 用 者 」 と い う 。 ） は 、 そ の 許 可 に

係 る 権 利 を 譲 渡 し 、 又 は 転 貸 し て は な ら な

い 。
（ 許 可 の 取 消 し 等 ） （ 許 可 の 取 消 し 等 ）

第 六 条 教 育 委 員 会 は 、 許 可 利 用 者 第 六 条 教 育 委 員 会 は 、 第 三 条 の 許 可 を 受 け

が 次 た 者 （ 以 下 「 許 可 利 用 者 」 と い う 。 ） が 次

の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 同 条 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 同 条

の 許 可 を 取 り 消 し 、 又 は そ の 利 用 の 停 止 を の 許 可 を 取 り 消 し 、 又 は そ の 利 用 の 停 止 を

命 ず る こ と が で き る 。 命 ず る こ と が で き る 。0
0

一 略 一 略

二 第 五 条 の 条 件 に 違 反 し た と き 。 二 前 条 の 条 件 に 違 反 し た と き 。

三 ・ 四 略 三 ・ 四 略

２ 略 ２ 略

（ 遵 守 事 項 ） （ 遵 守 事 項 ）

第 七 条 海 浜 自 然 の 家 の 利 用 者 第 七 条 利 用 者 （ 許 可 利 用 者 及 び 海 の 展 示 館

の み を 利 用 す る 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）

は 、 海 浜 自 然 の 家 の 利 用 に 当 た っ て は 、 教 は 、 海 浜 自 然 の 家 の 利 用 に 当 た っ て は 、 教

育 委 員 会 規 則 で 定 め る 事 項 を 守 ら な け れ ば 育 委 員 会 規 則 で 定 め る 事 項 を 守 ら な け れ ば

な ら な い 。 な ら な い 。

（ 原 状 回 復 等 ） （ 原 状 回 復 等 ）

第 八 条 海 浜 自 然 の 家 の 利 用 者 は 、 海 浜 自 然 第 八 条 利 用 者 は 、 海 浜 自 然

の 家 の 施 設 （ 附 属 設 備 及 び 備 品 を 含 む 。 以 の 家 の 施 設 （ 附 属 設 備 及 び 備 品 を 含 む 。 以

下 同 じ 。 ） を 故 意 又 は 過 失 に よ り 滅 失 し 、 下 同 じ 。 ） を 故 意 又 は 過 失 に よ り 滅 失 し 、

破 損 し 、 又 は 汚 損 し た と き は 、 当 該 施 設 を 破 損 し 、 又 は 汚 損 し た と き は 、 当 該 施 設 を

教 育 委 員 会 の 指 示 す る と こ ろ に よ り 原 状 に 教 育 委 員 会 の 指 示 す る と こ ろ に よ り 原 状 に

回 復 し 、 又 は そ れ に よ っ て 生 じ た 損 害 を 賠 回 復 し 、 又 は そ れ に よ っ て 生 じ た 損 害 を 賠

償 し な け れ ば な ら な い 。 償 し な け れ ば な ら な い 。

（ 指 定 管 理 者 に よ る 管 理 ） （ 指 定 管 理 者 に よ る 管 理 ）

第 八 条 の 二 略 第 八 条 の 二 略

２ 前 項 の 規 定 に よ り 海 浜 自 然 の 家 の 管 理 を ２ 前 項 の 規 定 に よ り 海 浜 自 然 の 家 の 管 理 を

指 定 管 理 者 に 行 わ せ る 場 合 に お い て は 、 第 指 定 管 理 者 に 行 わ せ る 場 合 に お い て は 、 第

二 条 の 規 定 は 適 用 せ ず 、 第 三 条 か ら 第 五 条 二 条 の 規 定 は 適 用 せ ず 、 第 三 条 か ら 第 六 条

ま で 、 第 六 条 及 び 前 条 の 規 定 の 適 用 に つ い ま で 及 び 前 条 の 規 定 の 適 用 に つ い

て は 、 第 三 条 か ら 第 五 条 ま で の 規 定 、 第 六 て は 、 第 三 条 か ら 第 五 条 ま で の 規 定 、 第 六

条 第 一 項 及 び 前 条 中 「 教 育 委 員 会 」 と あ る 条 第 一 項 及 び 前 条 中 「 教 育 委 員 会 」 と あ る

の は 「 指 定 管 理 者 」 と 、 第 六 条 第 二 項 中 の は 「 指 定 管 理 者 」 と 、 第 六 条 第 二 項 中

「 県 」 と あ る の は 「 県 及 び 指 定 管 理 者 」 と 「 県 」 と あ る の は 「 県 及 び 指 定 管 理 者 」 と

す る 。 す る 。

（ 利 用 料 金 ） （ 利 用 料 金 ）

第 九 条 許 可 利 用 者 は 、 当 該 利 用 に 係 る 料 金 第 九 条 利 用 者 は 、 当 該 利 用 に 係 る 料 金

（ 以 下 「 利 用 料 金 」 と い う 。 ） を 指 定 管 理 （ 以 下 「 利 用 料 金 」 と い う 。 ） を 指 定 管 理

者 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。 者 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

２ ・ ３ 略 ２ ・ ３ 略

別 表 を 次 の よ う に 改 め る 。

別表（第９条関係）
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の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 同 条 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 同 条

の 許 可 を 取 り 消 し 、 又 は そ の 利 用 の 停 止 を の 許 可 を 取 り 消 し 、 又 は そ の 利 用 の 停 止 を

命 ず る こ と が で き る 。 命 ず る こ と が で き る 。0
0

一 略 一 略

二 第 五 条 の 条 件 に 違 反 し た と き 。 二 前 条 の 条 件 に 違 反 し た と き 。

三 ・ 四 略 三 ・ 四 略

２ 略 ２ 略

（ 遵 守 事 項 ） （ 遵 守 事 項 ）

第 七 条 海 浜 自 然 の 家 の 利 用 者 第 七 条 利 用 者 （ 許 可 利 用 者 及 び 海 の 展 示 館

の み を 利 用 す る 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）

は 、 海 浜 自 然 の 家 の 利 用 に 当 た っ て は 、 教 は 、 海 浜 自 然 の 家 の 利 用 に 当 た っ て は 、 教

育 委 員 会 規 則 で 定 め る 事 項 を 守 ら な け れ ば 育 委 員 会 規 則 で 定 め る 事 項 を 守 ら な け れ ば

な ら な い 。 な ら な い 。

（ 原 状 回 復 等 ） （ 原 状 回 復 等 ）

第 八 条 海 浜 自 然 の 家 の 利 用 者 は 、 海 浜 自 然 第 八 条 利 用 者 は 、 海 浜 自 然

の 家 の 施 設 （ 附 属 設 備 及 び 備 品 を 含 む 。 以 の 家 の 施 設 （ 附 属 設 備 及 び 備 品 を 含 む 。 以

下 同 じ 。 ） を 故 意 又 は 過 失 に よ り 滅 失 し 、 下 同 じ 。 ） を 故 意 又 は 過 失 に よ り 滅 失 し 、

破 損 し 、 又 は 汚 損 し た と き は 、 当 該 施 設 を 破 損 し 、 又 は 汚 損 し た と き は 、 当 該 施 設 を

教 育 委 員 会 の 指 示 す る と こ ろ に よ り 原 状 に 教 育 委 員 会 の 指 示 す る と こ ろ に よ り 原 状 に

回 復 し 、 又 は そ れ に よ っ て 生 じ た 損 害 を 賠 回 復 し 、 又 は そ れ に よ っ て 生 じ た 損 害 を 賠

償 し な け れ ば な ら な い 。 償 し な け れ ば な ら な い 。

（ 指 定 管 理 者 に よ る 管 理 ） （ 指 定 管 理 者 に よ る 管 理 ）

第 八 条 の 二 略 第 八 条 の 二 略

２ 前 項 の 規 定 に よ り 海 浜 自 然 の 家 の 管 理 を ２ 前 項 の 規 定 に よ り 海 浜 自 然 の 家 の 管 理 を

指 定 管 理 者 に 行 わ せ る 場 合 に お い て は 、 第 指 定 管 理 者 に 行 わ せ る 場 合 に お い て は 、 第

二 条 の 規 定 は 適 用 せ ず 、 第 三 条 か ら 第 五 条 二 条 の 規 定 は 適 用 せ ず 、 第 三 条 か ら 第 六 条

ま で 、 第 六 条 及 び 前 条 の 規 定 の 適 用 に つ い ま で 及 び 前 条 の 規 定 の 適 用 に つ い

て は 、 第 三 条 か ら 第 五 条 ま で の 規 定 、 第 六 て は 、 第 三 条 か ら 第 五 条 ま で の 規 定 、 第 六

条 第 一 項 及 び 前 条 中 「 教 育 委 員 会 」 と あ る 条 第 一 項 及 び 前 条 中 「 教 育 委 員 会 」 と あ る

の は 「 指 定 管 理 者 」 と 、 第 六 条 第 二 項 中 の は 「 指 定 管 理 者 」 と 、 第 六 条 第 二 項 中

「 県 」 と あ る の は 「 県 及 び 指 定 管 理 者 」 と 「 県 」 と あ る の は 「 県 及 び 指 定 管 理 者 」 と

す る 。 す る 。

（ 利 用 料 金 ） （ 利 用 料 金 ）

第 九 条 許 可 利 用 者 は 、 当 該 利 用 に 係 る 料 金 第 九 条 利 用 者 は 、 当 該 利 用 に 係 る 料 金

（ 以 下 「 利 用 料 金 」 と い う 。 ） を 指 定 管 理 （ 以 下 「 利 用 料 金 」 と い う 。 ） を 指 定 管 理

者 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。 者 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

２ ・ ３ 略 ２ ・ ３ 略

別 表 を 次 の よ う に 改 め る 。

別表（第９条関係）

区 分単位
中学校生徒

高校生等その他の者
以下の者 0

0

生活館宿泊室
500円1,000円2,500円

県内に
及びロッジ

居住する者
テント

200円300円400円

宿泊を

（持込み）

１人

伴う利用 １泊
生活館宿泊室

1,000円2,000円5,000円

県外に
及びロッジ

居住する者
テント

400円600円800円

（持込み）

宿泊を県内に居住する者
１人

200円300円400円

伴わない
１日

利用県外に居住する者 300円400円500円

プル
県内に居住する者

１人
200円300円400円

ー

の利用 ２時間
県外に居住する者 300円400円500円

備考

１「中学校生徒以下の者」とは義務教育を終了しない者をいう、 。

２「高校生等」とは高等専門学校高等学校及びこれらに類する学校その他の施設、 、

の学生及び生徒をいう。

３中学校生徒以下の者が県内に所在する保育所若しくは幼保連携型認定こども園にお

ける保育の一環又は県内に所在する幼稚園小学校中学校義務教育学校中等教、 、 、 、

育学校の前期課程特別支援学校の幼稚部小学部若しくは中学部若しくは幼保連携、 、

型認定こども園における学校教育活動として海浜自然の家を利用する場合の当該者の

宿泊を伴う利用及び宿泊を伴わない利用に係る利用料金は無料とする、 。

４宿泊を伴う利用及び宿泊を伴わない利用に係る利用料金にはプルの利用に係る、 ー

利用料金を含まない。

（ 栃 木 県 立 な す 高 原 自 然 の 家 設 置 及 び 管 理 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 栃 木 県 立 な す 高 原 自 然 の 家 設 置 及 び 管 理 条 例 （ 平 成 十 五 年 栃 木 県 条 例 第 五 十 二 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別表（第３条第10条関係） 別表（第３条第10条関係）、 、
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区 分単位
中学校生徒

高校生等その他の者
以下の者 0

0

生活館宿泊室
500円1,000円2,500円

県内に
及びロッジ

居住する者
テント

200円300円400円

宿泊を

（持込み）

１人

伴う利用 １泊
生活館宿泊室

1,000円2,000円5,000円

県外に
及びロッジ

居住する者
テント

400円600円800円

（持込み）

宿泊を県内に居住する者
１人

200円300円400円

伴わない
１日

利用県外に居住する者 300円400円500円

プル
県内に居住する者

１人
200円300円400円

ー

の利用 ２時間
県外に居住する者 300円400円500円

備考

１「中学校生徒以下の者」とは義務教育を終了しない者をいう、 。

２「高校生等」とは高等専門学校高等学校及びこれらに類する学校その他の施設、 、

の学生及び生徒をいう。

３中学校生徒以下の者が県内に所在する保育所若しくは幼保連携型認定こども園にお

ける保育の一環又は県内に所在する幼稚園小学校中学校義務教育学校中等教、 、 、 、

育学校の前期課程特別支援学校の幼稚部小学部若しくは中学部若しくは幼保連携、 、

型認定こども園における学校教育活動として海浜自然の家を利用する場合の当該者の

宿泊を伴う利用及び宿泊を伴わない利用に係る利用料金は無料とする、 。

４宿泊を伴う利用及び宿泊を伴わない利用に係る利用料金にはプルの利用に係る、 ー

利用料金を含まない。

（ 栃 木 県 立 な す 高 原 自 然 の 家 設 置 及 び 管 理 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 栃 木 県 立 な す 高 原 自 然 の 家 設 置 及 び 管 理 条 例 （ 平 成 十 五 年 栃 木 県 条 例 第 五 十 二 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別表（第３条第10条関係） 別表（第３条第10条関係）、 、

１宿泊棟 １宿泊棟

基準額 基準額0
0

利用者区分 （１人１泊 利用者区分 （１人１泊

につき） につき）

中学校生徒
500円

以下の者

県内に高校生等1,000円県内に高校生等 760円

居住する者 居住する者

教育指導者等2,190円

その他の者2,500円 その他の者4,400円

中学校生徒
1,000円

中学校生徒
760円

以下の者 以下の者

県外に高校生等2,000円県外に高校生等1,520円

居住する者 居住する者

教育指導者等4,380円

その他の者5,000円 その他の者6,600円

備考 備考

１「中学校生徒以下の者」とは義務１県内に居住する中学校生徒以下の者、

教育を終了しない者をいう に係る宿泊棟の利用料金は無料とす。 、

る。

２略 ２略

３中学校生徒以下の者が県内に所在す３「教育指導者等」とは学校教育活、

る保育所若しくは幼保連携型認定こど 動としてなす高原自然の家を利用する

も園における保育の一環又は県内に所 場合における教員等の指導者教育委、

在する幼稚園小学校中学校義務 員会がなす高原自然の家において主催、 、 、

教育学校中等教育学校の前期課程 する事業への参加者その他の教育委員、 、

特別支援学校の幼稚部小学部若しく 会規則で定める者をいう、 。

は中学部若しくは幼保連携型認定こど

も園における学校教育活動としてなす

高原自然の家を利用する場合の当該者

に係る宿泊棟の利用料金は無料とす、

る。

２研修室等 ２研修室等

略 略

１　日
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１宿泊棟 １宿泊棟

基準額 基準額0
0

利用者区分 （１人１泊 利用者区分 （１人１泊

につき） につき）

中学校生徒
500円

以下の者

県内に高校生等1,000円県内に高校生等 760円

居住する者 居住する者

教育指導者等2,190円

その他の者2,500円 その他の者4,400円

中学校生徒
1,000円

中学校生徒
760円

以下の者 以下の者

県外に高校生等2,000円県外に高校生等1,520円

居住する者 居住する者

教育指導者等4,380円

その他の者5,000円 その他の者6,600円

備考 備考

１「中学校生徒以下の者」とは義務１県内に居住する中学校生徒以下の者、

教育を終了しない者をいう に係る宿泊棟の利用料金は無料とす。 、

る。

２略 ２略

３中学校生徒以下の者が県内に所在す３「教育指導者等」とは学校教育活、

る保育所若しくは幼保連携型認定こど 動としてなす高原自然の家を利用する

も園における保育の一環又は県内に所 場合における教員等の指導者教育委、

在する幼稚園小学校中学校義務 員会がなす高原自然の家において主催、 、 、

教育学校中等教育学校の前期課程 する事業への参加者その他の教育委員、 、

特別支援学校の幼稚部小学部若しく 会規則で定める者をいう、 。

は中学部若しくは幼保連携型認定こど

も園における学校教育活動としてなす

高原自然の家を利用する場合の当該者

に係る宿泊棟の利用料金は無料とす、

る。

２研修室等 ２研修室等

略 略

備考 備考

１保育所又は幼保連携型認定こども園１

における保育の一環として行う事業並 0
0

びに学校教育活動として行う事業及び 学校教育活動として行う事業及び

教育委員会が主催する事業に係る研修 教育委員会が主催する事業に係る研修

室等の利用料金は無料とする 室等の利用料金は無料とする、 。 、 。

２略 ２略

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 教 育 委 員 会 事 務 局 生 涯 学 習 課 ）


